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２
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13 年

日 8 ２

月 日 8

○○○○高高等等学学校校
土土木木科科○○○○年年卒卒

12 年 月

00 11 00 00 11 22月 ２２３３ 日 ２２７７ 8 ２11 ○○ 竹竹 内内 佳佳 林林 平平成成　　７７ 年 １１１１

10 入入 間間 夏夏 子子 昭昭和和２２６６ 年 ６６ 月 ２２５５

1100 11

00 00 22 22

２

日 ７７１１ 8 ２ 00 11

77 00 00 11 22９ 中中 村村 秋秋 男男 昭昭和和６６１１ 年 ２２

日 ５５９９ 8 ２ 00 11

00 00 11 22月 １１６６ 日 ３３７７ 8

00 00 22 22

３３００

８ 荒荒 幡幡 香香 菜菜 昭昭和和３３８８ 年 １１００ 月 １１００

00 11 00 00 11 22月 ９９ 日 ５５６６ 8 ２７ ○○ 南南 孝孝 安安 昭昭和和４４１１ 年 ９９

６ 東東 昭昭 昭昭和和４４００ 年 ８８ 月 １１５５

1100 11

00 00 22 22

２

日 ５５７７ 8 ２ 22 22

第○○○○○○号77 11 22 00５ 新新 宿宿 和和 子子 昭昭和和４４９９ 年 １１２２

日 ４４００ 8 ２ 00 11

11 11 11 11月 １１ 日 ４４８８ 8

22 11 44 22４ 新新 宿宿 次次 郎郎 昭昭和和５５８８ 年 ３３ 月 １１２２

11 77 00 00 11 2200 11 00 00 11 22月 ３３ 日 ４４６６ 8 ２３ 東東 京京 一一 郎郎 昭昭和和５５１１ 年 ５５

11 11 33 11 第○○○○○○号11 11 33 11 11 77日 ７７１１ 8 ２ 00 11

２２８８

２ 東東 京京 太太 郎郎 昭昭和和２２６６ 年 ４４ 月 １１６６

22 22１ 丹丹 下下 一一 平平 昭昭和和２２５５ 年 ３３

講
習
受
講

業種
コード

有資格
区分

コード

00 00 11 22月 ３３ 日 ７７３３ 8 ２

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分
コード

3 5

頁 数 8 １ 00 00 11

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

CPD単位
取得数

10

頁

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

技技　　術術　　職職　　員員　　名名　　簿簿

項 番 3 5

審査基準日が
令和５年３月３１日の場合

④ ⑤

①

② ③

⑥

⑦

⑧

「講習受講」について

申請する業種について、審査基準日において次の①から③の要件を全て満たす場合は「１」を、
それ以外の場合は「２」を記入する。
① 法第15条第2号イに該当する者であること（１級国家資格者相当）。
② 監理技術者資格者証の交付を受けていること。
③ 法第２６条４～６の規定による講習（監理技術者講習）を修了した日の属する年の翌年から

５年以内に審査基準日が含まれていること。

上記①であることの証明となる資格者証等の写しに加え、監理技術者資格者証、監理技術者講
習修了証の写し（監理技術者資格者証の裏面に講習終了情報の印字又はラベルが貼ってある場
合は裏面の写し）を提出

取得単位が「０」の場合は空欄で可

技術職員1人につき２業種のみ申請可

（２業種の考え方）
・ １資格から２業種選択

例：１級土木施工管理技士→土木・塗装（通番２参照）
・ ２資格から１業種ずつ選択

例：１級建設機械施工技士・１級建築施工管理技士→土木・塗装（通番５参照）
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［注意事項］ 

 

申請書（帳票）に記載する方法の解説は次ページを参照してください。 
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○○○○高高等等学学校校
土土木木科科○○○○年年卒卒

12 年 月

00 11 00 00 11 22月 ２２３３ 日 ２２７７ 8 ２11 ○○ 竹竹 内内 佳佳 林林 平平成成　　７７ 年 １１１１

10 入入 間間 夏夏 子子 昭昭和和２２６６ 年 ６６ 月 ２２５５

1100 11

00 00 22 22

２

日 ７７１１ 8 ２ 00 11

77 00 00 11 22９ 中中 村村 秋秋 男男 昭昭和和６６１１ 年 ２２

日 ５５９９ 8 ２ 00 11

00 00 11 22月 １１６６ 日 ３３７７ 8

00 00 22 22

３３００

８ 荒荒 幡幡 香香 菜菜 昭昭和和３３８８ 年 １１００ 月 １１００

00 11 00 00 11 22月 ９９ 日 ５５６６ 8 ２７ ○○ 南南 孝孝 安安 昭昭和和４４１１ 年 ９９

６ 東東 昭昭 昭昭和和４４００ 年 ８８ 月 １１５５

1100 11

00 00 22 22

２

日 ５５７７ 8 ２ 22 22

第○○○○○○号77 11 22 00５ 新新 宿宿 和和 子子 昭昭和和４４９９ 年 １１２２

日 ４４００ 8 ２ 00 11

11 11 11 11月 １１ 日 ４４８８ 8

22 11 44 22４ 新新 宿宿 次次 郎郎 昭昭和和５５８８ 年 ３３ 月 １１２２

11 77 00 00 11 2200 11 00 00 11 22月 ３３ 日 ４４６６ 8 ２３ 東東 京京 一一 郎郎 昭昭和和５５１１ 年 ５５

11 11 33 11 第○○○○○○号11 11 33 11 11 77日 ７７１１ 8 ２ 00 11

２２８８

２ 東東 京京 太太 郎郎 昭昭和和２２６６ 年 ４４ 月 １１６６

22 22１ 丹丹 下下 一一 平平 昭昭和和２２５５ 年 ３３

講
習
受
講

業種
コード

有資格
区分
コード

00 00 11 22月 ３３ 日 ７７３３ 8 ２

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分
コード

3 5

頁 数 8 １ 00 00 11

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

CPD単位
取得数

10

頁

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

技技　　術術　　職職　　員員　　名名　　簿簿

項 番 3 5

審査基準日が
令和５年３月３１日の場合

④ ⑤

①

② ③

⑥

⑦

⑧

「講習受講」について

申請する業種について、審査基準日において次の①から③の要件を全て満たす場合は「１」を、
それ以外の場合は「２」を記入する。
① 法第15条第2号イに該当する者であること（１級国家資格者相当）。
② 監理技術者資格者証の交付を受けていること。
③ 法第２６条４～６の規定による講習（監理技術者講習）を修了した日の属する年の翌年から

５年以内に審査基準日が含まれていること。

上記①であることの証明となる資格者証等の写しに加え、監理技術者資格者証、監理技術者講
習修了証の写し（監理技術者資格者証の裏面に講習終了情報の印字又はラベルが貼ってある場
合は裏面の写し）を提出

取得単位が「０」の場合は空欄で可

技術職員1人につき２業種のみ申請可

（２業種の考え方）
・ １資格から２業種選択

例：１級土木施工管理技士→土木・塗装（通番２参照）
・ ２資格から１業種ずつ選択

例：１級建設機械施工技士・１級建築施工管理技士→土木・塗装（通番５参照）
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記載要領

１ この名簿は、０ ４「審査基準日」に記入した日（以下「審査基準日」という。）において在籍する技術職員（第1

8条の３第２項第１号から第３号に該当する者。以下同じ。）に該当する者全員について作成すること。なお、一人の

技術職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は２までとする。

２ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば １ ２ のように右詰めで記入すること。

３ ８ １「頁数」の欄は、頁番号を記入すること。例えば技術職員名簿の枚数が３枚目であれば０ ０ ３、12枚目であ

れば０ １ ２のように、カラムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

４ 「新規掲載者」の欄は、審査対象年内に新規に技術職員となった者につき、○印を記入すること。

５ 「審査基準日現在の満年齢」の欄は、当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入すること。

６ 「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の種

類を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入すること。

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類

01 土 木 工 事 業 11 鋼 構 造 物 工 事 業 21 熱 絶 縁 工 事 業

02 建 築 工 事 業 12 鉄 筋 工 事 業 22 電 気 通 信 工 事 業

03 大 工 工 事 業 13 舗 装 工 事 業 23 造 園 工 事 業

04 左 官 工 事 業 14 し ゆ ん せ つ 工 事 業 24 さ く 井 工 事 業

05 と び ・ 土 工 工 事 業 15 板 金 工 事 業 25 建 具 工 事 業

06 石 工 事 業 16 ガ ラ ス 工 事 業 26 水 道 施 設 工 事 業

07 屋 根 工 事 業 17 塗 装 工 事 業 27 消 防 施 設 工 事 業

08 電 気 工 事 業 18 防 水 工 事 業 28 清 掃 施 設 工 事 業

09 管 工 事 業 19 内 装 仕 上 工 事 業 29 解 体 工 事

10 タイル・れんが・ブロック工事業 20 機 械 器 具 設 置 工 事 業

７ 「有資格区分コード」の欄は、技術職員が保有する資格のうち、「業種コード」の欄で記入したコードに対応する建

設業の種類に係るものについて別表（四）及び別表（五）の分類に従い、該当するコードを記入すること。

８ 「講習受講」の欄は、法第15条第２号イに該当する者が、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証の

交付を受けている場合であつて、法第26条の４から第26条の６までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を

受講した場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。

９ 「監理技術者資格者証交付番号」の欄は、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けてい

る者についてその交付番号を記載すること。

10 「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、第７条の３第３号若しくは第18条の３第２項第１号に規定する者又は１級若しくは

２級の第一次検定に合格した者が、審査基準日から１年以内に取得したＣＰＤ（建設工事の施工の管理に従事する者

を対象としてその能力の向上を目的として行われる継続学習をいう。以下同じ。）の単位数（ただし、算入できるＣＰ

Ｄ単位数は一人当たり30単位を上限とする。）を記載すること。
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コード 資　　　　　　　格　　　　　　　区　　　　　　　分　

301 土木工事業について1級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当

302 建築工事業　　　　　　　　　　　〃

303 大工工事業　　　　　　　　　　　〃

304 左官工事業　　　　　　　　　　　〃

305 とび・土工工事業　　　　　　　　〃

306 石工事業　　　　　　　　　　　　〃

307 屋根工事業　　　　　　　　　　　〃

308 電気工事業　　　　　　　　　　　〃

309 管工事業　　　　　　　　　　　　〃

310 タイル・れんが・ブロック工事業　〃

311 鋼構造物工事業　　　　　　　　　〃

312 鉄筋工事業　　　　　　　　　　　〃

313 舗装工事業　　　　　　　　　　　〃

314 しゅんせつ工事業　　　　　　　　〃

315 板金工事業　　　　　　　　　　　〃

316 ガラス工事業　　　　　　　　　　〃

317 塗装工事業　　　　　　　　　　　〃

318 防水工事業　　　　　　　　　　　〃

319 内装仕上工事業　　　　　　　　　〃

320 機械器具設置工事業　　　　　　　〃

321 熱絶縁工事業　　　　　　　　　　〃

322 電気通信工事業　　　　　　　　　〃

323 造園工事業　　　　　　　　　　　〃

324 さく井工事業　　　　　　　　　　〃

325 建具工事業　　　　　　　　　　　〃

326 水道施設工事業　　　　　　　　　〃

327 消防施設工事業　　　　　　　　　〃

328 清掃施設工事業　　　　　　　　　〃

329 解体工事業　　　　　　　　　　　〃

401 土木工事業について2級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当

402 建築工事業　　　　　　　　　　　〃

403 大工工事業　　　　　　　　　　　〃

404 左官工事業　　　　　　　　　　　〃

405 とび・土工工事業　　　　　　　　〃

406 石工事業　　　　　　　　　　　　〃

407 屋根工事業　　　　　　　　　　　〃

408 電気工事業　　　　　　　　　　　〃

409 管工事業　　　　　　　　　　　　〃

410 タイル・れんが・ブロック工事業　〃

411 鋼構造物工事業　　　　　　　　　〃

412 鉄筋工事業　　　　　　　　　　　〃

413 舗装工事業　　　　　　　　　　　〃

414 しゅんせつ工事業　　　　　　　　〃

415 板金工事業　　　　　　　　　　　〃

416 ガラス工事業　　　　　　　　　　〃

417 塗装工事業　　　　　　　　　　　〃

418 防水工事業　　　　　　　　　　　〃

419 内装仕上工事業　　　　　　　　　〃

別表（五）   ※別表（四）は５５ページ以降を参照

記載要領

１ この名簿は、０ ４「審査基準日」に記入した日（以下「審査基準日」という。）において在籍する技術職員（第1

8条の３第２項第１号から第３号に該当する者。以下同じ。）に該当する者全員について作成すること。なお、一人の

技術職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は２までとする。

２ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば １ ２ のように右詰めで記入すること。

３ ８ １「頁数」の欄は、頁番号を記入すること。例えば技術職員名簿の枚数が３枚目であれば０ ０ ３、12枚目であ

れば０ １ ２のように、カラムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

４ 「新規掲載者」の欄は、審査対象年内に新規に技術職員となった者につき、○印を記入すること。

５ 「審査基準日現在の満年齢」の欄は、当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入すること。

６ 「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の種

類を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入すること。

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類

01 土 木 工 事 業 11 鋼 構 造 物 工 事 業 21 熱 絶 縁 工 事 業

02 建 築 工 事 業 12 鉄 筋 工 事 業 22 電 気 通 信 工 事 業

03 大 工 工 事 業 13 舗 装 工 事 業 23 造 園 工 事 業

04 左 官 工 事 業 14 し ゆ ん せ つ 工 事 業 24 さ く 井 工 事 業

05 と び ・ 土 工 工 事 業 15 板 金 工 事 業 25 建 具 工 事 業

06 石 工 事 業 16 ガ ラ ス 工 事 業 26 水 道 施 設 工 事 業

07 屋 根 工 事 業 17 塗 装 工 事 業 27 消 防 施 設 工 事 業

08 電 気 工 事 業 18 防 水 工 事 業 28 清 掃 施 設 工 事 業

09 管 工 事 業 19 内 装 仕 上 工 事 業 29 解 体 工 事

10 タイル・れんが・ブロック工事業 20 機 械 器 具 設 置 工 事 業

７ 「有資格区分コード」の欄は、技術職員が保有する資格のうち、「業種コード」の欄で記入したコードに対応する建

設業の種類に係るものについて別表（四）及び別表（五）の分類に従い、該当するコードを記入すること。

８ 「講習受講」の欄は、法第15条第２号イに該当する者が、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証の

交付を受けている場合であつて、法第26条の４から第26条の６までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を

受講した場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。

９ 「監理技術者資格者証交付番号」の欄は、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けてい

る者についてその交付番号を記載すること。

10 「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、第７条の３第３号若しくは第18条の３第２項第１号に規定する者又は１級若しくは

２級の第一次検定に合格した者が、審査基準日から１年以内に取得したＣＰＤ（建設工事の施工の管理に従事する者

を対象としてその能力の向上を目的として行われる継続学習をいう。以下同じ。）の単位数（ただし、算入できるＣＰ

Ｄ単位数は一人当たり30単位を上限とする。）を記載すること。
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〈技術職員について〉 

◎ 加点の対象となる経営事項審査上の技術職員の考え方 

「「審審査査基基準準日日現現在在、、常常勤勤性性のの要要件件をを備備ええてておおりり、、かかつつ、、審審査査基基準準日日以以前前にに６６かか月月をを超超ええるる恒恒常常的的なな雇雇

用用関関係係ががああるる者者」」が対象となります。「恒常的な雇用」とは、雇用期間を特に限定することなく常時雇

用され、日々一定時間以上建設業の職務に従事することが担保されていることが必要となります。アル

バイト・パート・契約社員・労務者（常用労務者を含みます。）などは、技術職員名簿に記載すること

はできません。ただし、雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢者雇用安定

法に規定する継続雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に限ります。）については、雇用期

間を特に限定することなく、常時雇用されている者とみなします。また、月額給与（賃金、報酬等）

が定められ、営業日には勤務することが義務付けられていることが必要です。さらに、労働の対価であ

る収入が一定金額（月額１０万円以上であることが、Ｐ．４９からＰ．５２の確認資料で確認できる技

術職員）に達していることが必要です。 

※ 技術職員名簿への記載は、経営事項審査で加点するためのものであり、名簿に記載されていなくて

も、条件に合致していれば配置技術者・営業所の専任技術者などになることはできます。 

※※  技技術術職職員員名名簿簿にに記記載載ががななくくててもも、、許許可可要要件件のの確確認認ののたためめ、、経経営営業業務務のの管管理理責責任任者者及及びび営営業業所所のの専専

任任技技術術者者ににつついいててはは常常勤勤性性のの確確認認資資料料をを提提示示ししててくくだだささいい（（加加点点のの対対象象ににははななりりまませせんん））。。  

※※  他他社社かかららのの報報酬酬ががああるる場場合合、、原原則則技技術術職職員員ととししてて申申請請ででききまませせんん。。「「二二以以上上事事業業所所勤勤務務被被保保険険者者」」

のの方方はは、、事事業業所所ごごととのの報報酬酬額額のの比比率率ななどど総総合合的的にに判判断断ししまますすののでで、、該該当当者者のの二二以以上上事事業業所所勤勤務務被被保保

険険者者決決定定及及びび標標準準報報酬酬決決定定通通知知書書のの写写しし、、健健康康保保険険証証のの写写しし及及びび住住民民税税特特別別徴徴収収決決定定通通知知書書をを持持参参

ししててくくだだささいい。。 

 
（参考） 

「経営事項審査の事務取扱いについて」一部改正（国交省通知）（平成２２年１０月１５日付国総建第１６

２号） 

（抄） 

２ 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間

平均元請完成工事高について（告示第１の３関係） 

⑴ 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について 

イ 許可を受けた建設業に従事する技術職員は、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法

第１５条第２号イ若しくはハに該当する者又は規則第１８条の３第２項第２号に規定する登録基

幹技能者講習を修了した者であって、審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があり、

かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者（法人である場合においては常勤

の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。）をいい、労務者（常用労務者を含む。）

又はこれに準ずる者を除き、建設業に従事する者に限るものとする。 

  また、雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条第１項第２号に規定する継続雇用制度の適用を受

けているもの（６５歳以下の者に限る。）については、雇用期間を特に限定することなく常時雇用

されている者とみなす。 

  なお、継続雇用制度の適用を受けていることの証明は、別記様式第３号の提出によるものとす

る。 

 

 

 

 

420 機械器具設置工事業 〃

421 熱絶縁工事業 〃

422 電気通信工事業 〃

423 造園工事業 〃

424 さく井工事業 〃

425 建具工事業 〃

426 水道施設工事業 〃

427 消防施設工事業 〃

428 清掃施設工事業 〃

429 解体工事業 〃

501 土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当

502 建築工事業 〃

503 大工工事業 〃

504 左官工事業 〃

505 とび・土工工事業 〃

506 石工事業 〃

507 屋根工事業 〃

508 電気工事業 〃

509 管工事業 〃

510 タイル・れんが・ブロック工事業　〃

511 鋼構造物工事業 〃

512 鉄筋工事業 〃

513 舗装工事業 〃

514 しゅんせつ工事業 〃

515 板金工事業 〃

516 ガラス工事業 〃

517 塗装工事業 〃

518 防水工事業 〃

519 内装仕上工事業 〃

520 機械器具設置工事業 〃

521 熱絶縁工事業 〃

522 電気通信工事業 〃

523 造園工事業 〃

524 さく井工事業 〃

525 建具工事業 〃

526 水道施設工事業 〃

527 消防施設工事業 〃

528 清掃施設工事業 〃

529 解体工事業 〃

601 登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当

　備考

１級技術者…法第15条第２号イに該当する者

２級技術者…法第27条第１項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格す
ることによつて直ちに法第７条第２号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法
令の規定による免許若しくは免状の交付（以下 ｢免許等」 という。）で当該免許等を受ける
ことによつて直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であつて１級技術者及び登
録基幹技能者講習を修了した者以外の者

その他の技術者…法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号ハに該当する者で１
級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び２級技術者以外の者

登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の３第２項第２号の登録を受けた講習を修了した
者で１級技術者以外の者
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〈技術職員について〉 

◎ 加点の対象となる経営事項審査上の技術職員の考え方 

「「審審査査基基準準日日現現在在、、常常勤勤性性のの要要件件をを備備ええてておおりり、、かかつつ、、審審査査基基準準日日以以前前にに６６かか月月をを超超ええるる恒恒常常的的なな雇雇

用用関関係係ががああるる者者」」が対象となります。「恒常的な雇用」とは、雇用期間を特に限定することなく常時雇

用され、日々一定時間以上建設業の職務に従事することが担保されていることが必要となります。アル

バイト・パート・契約社員・労務者（常用労務者を含みます。）などは、技術職員名簿に記載すること

はできません。ただし、雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢者雇用安定

法に規定する継続雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に限ります。）については、雇用期

間を特に限定することなく、常時雇用されている者とみなします。また、月額給与（賃金、報酬等）

が定められ、営業日には勤務することが義務付けられていることが必要です。さらに、労働の対価であ

る収入が一定金額（月額１０万円以上であることが、Ｐ．４９からＰ．５２の確認資料で確認できる技

術職員）に達していることが必要です。 

※ 技術職員名簿への記載は、経営事項審査で加点するためのものであり、名簿に記載されていなくて

も、条件に合致していれば配置技術者・営業所の専任技術者などになることはできます。 

※※  技技術術職職員員名名簿簿にに記記載載ががななくくててもも、、許許可可要要件件のの確確認認ののたためめ、、経経営営業業務務のの管管理理責責任任者者及及びび営営業業所所のの専専

任任技技術術者者ににつついいててはは常常勤勤性性のの確確認認資資料料をを提提示示ししててくくだだささいい（（加加点点のの対対象象ににははななりりまませせんん））。。  

※※  他他社社かかららのの報報酬酬ががああるる場場合合、、原原則則技技術術職職員員ととししてて申申請請ででききまませせんん。。「「二二以以上上事事業業所所勤勤務務被被保保険険者者」」

のの方方はは、、事事業業所所ごごととのの報報酬酬額額のの比比率率ななどど総総合合的的にに判判断断ししまますすののでで、、該該当当者者のの二二以以上上事事業業所所勤勤務務被被保保

険険者者決決定定及及びび標標準準報報酬酬決決定定通通知知書書のの写写しし、、健健康康保保険険証証のの写写しし及及びび住住民民税税特特別別徴徴収収決決定定通通知知書書をを持持参参

ししててくくだだささいい。。 

 
（参考） 

「経営事項審査の事務取扱いについて」一部改正（国交省通知）（平成２２年１０月１５日付国総建第１６

２号） 

（抄） 

２ 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間

平均元請完成工事高について（告示第１の３関係） 

⑴ 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について 

イ 許可を受けた建設業に従事する技術職員は、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法

第１５条第２号イ若しくはハに該当する者又は規則第１８条の３第２項第２号に規定する登録基

幹技能者講習を修了した者であって、審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があり、

かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者（法人である場合においては常勤

の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。）をいい、労務者（常用労務者を含む。）

又はこれに準ずる者を除き、建設業に従事する者に限るものとする。 

  また、雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条第１項第２号に規定する継続雇用制度の適用を受

けているもの（６５歳以下の者に限る。）については、雇用期間を特に限定することなく常時雇用

されている者とみなす。 

  なお、継続雇用制度の適用を受けていることの証明は、別記様式第３号の提出によるものとす

る。 

 

 

 

 

420 機械器具設置工事業 〃

421 熱絶縁工事業 〃

422 電気通信工事業 〃

423 造園工事業 〃

424 さく井工事業 〃

425 建具工事業 〃

426 水道施設工事業 〃

427 消防施設工事業 〃

428 清掃施設工事業 〃

429 解体工事業 〃

501 土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当

502 建築工事業 〃

503 大工工事業 〃

504 左官工事業 〃

505 とび・土工工事業 〃

506 石工事業 〃

507 屋根工事業 〃

508 電気工事業 〃

509 管工事業 〃

510 タイル・れんが・ブロック工事業　〃

511 鋼構造物工事業 〃

512 鉄筋工事業 〃

513 舗装工事業 〃

514 しゅんせつ工事業 〃

515 板金工事業 〃

516 ガラス工事業 〃

517 塗装工事業 〃

518 防水工事業 〃

519 内装仕上工事業 〃

520 機械器具設置工事業 〃

521 熱絶縁工事業 〃

522 電気通信工事業 〃

523 造園工事業 〃

524 さく井工事業 〃

525 建具工事業 〃

526 水道施設工事業 〃

527 消防施設工事業 〃

528 清掃施設工事業 〃

529 解体工事業 〃

601 登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当

　備考

１級技術者…法第15条第２号イに該当する者

２級技術者…法第27条第１項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格す
ることによつて直ちに法第７条第２号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法
令の規定による免許若しくは免状の交付（以下 ｢免許等」 という。）で当該免許等を受ける
ことによつて直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であつて１級技術者及び登
録基幹技能者講習を修了した者以外の者

その他の技術者…法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号ハに該当する者で１
級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び２級技術者以外の者

登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の３第２項第２号の登録を受けた講習を修了した
者で１級技術者以外の者
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〈技術職員名簿の書き方〉  

Ｐ．４５の〈技術職員について〉をよく読んでください。 

技術者名簿の人数と技術職員数（Ｐ．１２項番１９を参照）の人数は一致することになります。 

＊ 技術職員数が多い場合（３０名超が目安。４０名超は必須）：建設業指導担当で事前確認が必要です

（審査日のおおむね１か月前までに）。詳細はＰ．５を参照してください。 

① １枚目は「００１」、２枚目は「００２」・・・と記入してください。 

② 新規で技術職員名簿に記載された技術職員について「○」を記入してください。初めて経営事項審査を

受ける場合は全員に「○」を記入してください。 

③ 審査基準日現在建設業に従事する６か月を超える恒常的雇用関係にある技術職員（常勤役員及び常勤

使用人）を記入してください（技術職員で、監査役及び兼業事業に従事する使用人は除きます）。 

②③の裏付資料 

ＰＰ．．４４９９〈〈技技術術職職員員等等のの加加点点対対象象ととななるる経経営営事事項項審審査査上上のの常常勤勤性性及及びび恒恒常常的的雇雇用用関関係係のの確確認認資資料料〉〉及及びび

ＰＰ．．５５２２〈〈出出向向者者のの確確認認ががででききるる資資料料〉〉をを必必ずずごご確確認認くくだだささいい。。  

④ 審査基準日現在の満年齢を記載してください。 

⑤ ア 業種コード：Ｐ．１１の経営規模等評価等対象建設業（項番１６）のうち、技術職員の数の算出に

おいて対象とする建設業の種類を、Ｐ．５４の「技術職員資格者業種コード表」から、１名の技術者

に対し、異異ななるる業業種種でで２２業業種種以以内内（（同同一一のの職職員員でで同同一一業業種種はは不不可可））を選び、該当するコードを記入し

てください。 

イ 有資格区分コード：Ｐ．５５の「技術職員資格区分コード表」をご参照ください。 

ウ イの有資格の裏付資料（（写写ししをを提提出出ししててくくだだささいい。。）） 

資格区分コード００３・００４「「国国土土交交通通（（建建設設））大大臣臣認認定定書書」」 

資格区分コード０６０～０６３、１１１～２９８「「資資格格検検定定合合格格証証、、免免状状、、監監理理技技術術者者証証等等」」 

資格区分コード０６４「「登登録録基基幹幹技技能能者者講講習習修修了了証証」」 

＊ 登録基幹技能者講習修了証に、基幹技能者が申請した実務を有する業種名が記載されるので、

その業種で申請があった場合のみ加点評価されます。 

＊ 基幹技能者として記入する場合：建設業法施行規則第１８条の３第２項第２号に規定する登

録基幹技能者講習を修了した者 

資格区分コード７０３・７０４「能力評価（レベル判定）結果通知書」（詳細はＰ．１０３参照） 

エ 講習受講の有無 

申請する業種について次の（イ）から（ハ）までの要件を全て満たす場合は「１」を、それ以外の

者（二級国家資格者、電気工事士法・水道法・消防法・職業能力開発促進法等による資格者及び実務

経験による資格者等）は「２」となります。「１」か「２」を必ず記入してください（無記入は不可）。 

（イ） 建設業法第１５条第２号イに該当する者であること（建設業法、建築士法、技術士法による

一級土木施工管理技士・一級建築士などの一級国家資格者相当者）。 

  ＊ 有資格区分コードが「００３」・「００４」の場合は「２」となります。 

（ロ） 建設業法第２７条の１８に定める監理技術者資格者証の交付を受けていること。 

（ハ） 建設業法第２６条の４から第２６条の６までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習

（監理技術者講習）を修了した日の属する年の翌年から５年以内に審査基準日が含まれているこ

と。 
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２業種限定の考え方 

２業種限定の考え方は以下のとおりです。 

例：一級土木施工管理技士・一級建築施工管理技士・一級電気工事施工管理技士をそれぞれ保有している技

術者の場合 

  土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解 

保
有
資
格 

一級土木施工 ◎    ◎ ◎     ◎  ◎ ◎   ◎         ◎   ◎ 

一級建築施工  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   ◎ ◎ ◎   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎    ◎    ◎ 

一級電気工事施工        ◎                      

⇩ 
評価（例１）  ◎     ◎                       

評価（例２） ◎ ◎                            

評価対象となっている業種の中から任意の二つを選ぶことができます。一つの資格の評価対象から二つ

選択（例１）しても構いませんし、二つの資格からそれぞれ一つずつ選択（例２）しても構いません。 

なお、重複評価が制限されるのは、経営事項審査に係る評価であり、建設業法に基づいて現場に配置しな

ければならない監理技術者等については、技術者が保有している資格に応じて、複数の業種で監理技術者等

になれます。 

 

技術者評価について 

一級技術者 

監理技術者補佐  基幹技能者 二級技術者 その他 
監理技術者資格者証保有 

かつ 

監理技術者講習受講 

一級技術者であって 

左以外の者 

６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

一級技術者が監理技術者資格者証を保有しており、監理技術者講習修了証を保有している場合に６点評

価します。  （※監理技術者資格者証に記載の業種に限る。） 

なお、二級技術者及びその他技術者が監理技術者講習修了者証を保有していても、１点加点評価は行われ

ません。 

＊ 監理技術者補佐とは、主任技術者となる資格を有し、令和３年度以降の一級技術検定の一次検に合格し

た一級技士補である者、監理技術者要件を満たす者です。 

＊監理技術者要件を満たす者とは、指定建設業を除く実務経験者（指導監督的実務経験が必要）、国土交通

大臣特別認定者をいいます。 

  指定建設業は、土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の７業種です。 
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〈技術職員名簿の書き方〉  

Ｐ．４５の〈技術職員について〉をよく読んでください。 

技術者名簿の人数と技術職員数（Ｐ．１２項番１９を参照）の人数は一致することになります。 

＊ 技術職員数が多い場合（３０名超が目安。４０名超は必須）：建設業指導担当で事前確認が必要です

（審査日のおおむね１か月前までに）。詳細はＰ．５を参照してください。 

① １枚目は「００１」、２枚目は「００２」・・・と記入してください。 

② 新規で技術職員名簿に記載された技術職員について「○」を記入してください。初めて経営事項審査を

受ける場合は全員に「○」を記入してください。 

③ 審査基準日現在建設業に従事する６か月を超える恒常的雇用関係にある技術職員（常勤役員及び常勤

使用人）を記入してください（技術職員で、監査役及び兼業事業に従事する使用人は除きます）。 

②③の裏付資料 

ＰＰ．．４４９９〈〈技技術術職職員員等等のの加加点点対対象象ととななるる経経営営事事項項審審査査上上のの常常勤勤性性及及びび恒恒常常的的雇雇用用関関係係のの確確認認資資料料〉〉及及びび

ＰＰ．．５５２２〈〈出出向向者者のの確確認認ががででききるる資資料料〉〉をを必必ずずごご確確認認くくだだささいい。。  

④ 審査基準日現在の満年齢を記載してください。 

⑤ ア 業種コード：Ｐ．１１の経営規模等評価等対象建設業（項番１６）のうち、技術職員の数の算出に

おいて対象とする建設業の種類を、Ｐ．５４の「技術職員資格者業種コード表」から、１名の技術者

に対し、異異ななるる業業種種でで２２業業種種以以内内（（同同一一のの職職員員でで同同一一業業種種はは不不可可））を選び、該当するコードを記入し

てください。 

イ 有資格区分コード：Ｐ．５５の「技術職員資格区分コード表」をご参照ください。 

ウ イの有資格の裏付資料（（写写ししをを提提出出ししててくくだだささいい。。）） 

資格区分コード００３・００４「「国国土土交交通通（（建建設設））大大臣臣認認定定書書」」 

資格区分コード０６０～０６３、１１１～２９８「「資資格格検検定定合合格格証証、、免免状状、、監監理理技技術術者者証証等等」」 

資格区分コード０６４「「登登録録基基幹幹技技能能者者講講習習修修了了証証」」 

＊ 登録基幹技能者講習修了証に、基幹技能者が申請した実務を有する業種名が記載されるので、

その業種で申請があった場合のみ加点評価されます。 

＊ 基幹技能者として記入する場合：建設業法施行規則第１８条の３第２項第２号に規定する登

録基幹技能者講習を修了した者 

資格区分コード７０３・７０４「能力評価（レベル判定）結果通知書」（詳細はＰ．１０３参照） 

エ 講習受講の有無 

申請する業種について次の（イ）から（ハ）までの要件を全て満たす場合は「１」を、それ以外の

者（二級国家資格者、電気工事士法・水道法・消防法・職業能力開発促進法等による資格者及び実務

経験による資格者等）は「２」となります。「１」か「２」を必ず記入してください（無記入は不可）。 

（イ） 建設業法第１５条第２号イに該当する者であること（建設業法、建築士法、技術士法による

一級土木施工管理技士・一級建築士などの一級国家資格者相当者）。 

  ＊ 有資格区分コードが「００３」・「００４」の場合は「２」となります。 

（ロ） 建設業法第２７条の１８に定める監理技術者資格者証の交付を受けていること。 

（ハ） 建設業法第２６条の４から第２６条の６までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習

（監理技術者講習）を修了した日の属する年の翌年から５年以内に審査基準日が含まれているこ

と。 
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２業種限定の考え方 

２業種限定の考え方は以下のとおりです。 

例：一級土木施工管理技士・一級建築施工管理技士・一級電気工事施工管理技士をそれぞれ保有している技

術者の場合 

  土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解 

保
有
資
格 

一級土木施工 ◎    ◎ ◎     ◎  ◎ ◎   ◎         ◎   ◎ 

一級建築施工  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   ◎ ◎ ◎   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎    ◎    ◎ 

一級電気工事施工        ◎                      

⇩ 
評価（例１）  ◎     ◎                       

評価（例２） ◎ ◎                            

評価対象となっている業種の中から任意の二つを選ぶことができます。一つの資格の評価対象から二つ

選択（例１）しても構いませんし、二つの資格からそれぞれ一つずつ選択（例２）しても構いません。 

なお、重複評価が制限されるのは、経営事項審査に係る評価であり、建設業法に基づいて現場に配置しな

ければならない監理技術者等については、技術者が保有している資格に応じて、複数の業種で監理技術者等

になれます。 

 

技術者評価について 

一級技術者 

監理技術者補佐  基幹技能者 二級技術者 その他 
監理技術者資格者証保有 

かつ 

監理技術者講習受講 

一級技術者であって 

左以外の者 

６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

一級技術者が監理技術者資格者証を保有しており、監理技術者講習修了証を保有している場合に６点評

価します。  （※監理技術者資格者証に記載の業種に限る。） 

なお、二級技術者及びその他技術者が監理技術者講習修了者証を保有していても、１点加点評価は行われ

ません。 

＊ 監理技術者補佐とは、主任技術者となる資格を有し、令和３年度以降の一級技術検定の一次検に合格し

た一級技士補である者、監理技術者要件を満たす者です。 

＊監理技術者要件を満たす者とは、指定建設業を除く実務経験者（指導監督的実務経験が必要）、国土交通

大臣特別認定者をいいます。 

  指定建設業は、土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の７業種です。 
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ア 審査基準日現在建設業に従事する職員である者（兼業事業従事使用人は該当しません。） 

イ 建設業法第７条第２号イ、ロ若しくは、ハ、同法第１５条第２号イ若しくは、ハ又は基幹技能者

に該当する（Ｐ．５５「技術職員資格区分コード表」に該当する）者 

〈「技術職員資格区分コード表」に該当する者〉 

建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ、同法第１５条第２号イ若しくはハの該当者又は基幹技能者 

〈技術職員等の加点対象となる経営事項審査上の常勤性及び恒常的雇用関係の確認資料〉 

※※個個人人のの確確定定申申告告書書やや住住民民税税特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書等等ににママイイナナンンババーーがが記記載載さされれてていいるる場場合合はは、、事事前前ににママスス

キキンンググししたたももののをを提提示示ししててくくだだささいい。。  

１ その他の審査項目（社会性等）で、健康保険加入の有無（項番４２）・厚生年金保険加入の有無（項番

４３）の双方又は一方を「１．有」とした場合 

⑴ 審査基準日現在の常勤性の確認資料 

次の①又は②とします。 

①  「健健康康保保険険・・厚厚生生年年金金保保険険被被保保険険者者標標準準報報酬酬決決定定通通知知書書」※被保険者の一覧表 

審査基準日までに（途中で）入退社があった場合は、取得届、喪失届を添付してください。（標準報酬

月額の記載がない場合は、月額報酬の確認できる資料も必要です。）また、標準額の改定があった場合

は、改定分も併せて提示してください。 

② 「厚厚生生年年金金保保険険７７００歳歳以以上上被被用用者者算算定定基基礎礎届届」（年金事務所の受付印のあるもの） 

ただし、年金事務所で健康保険適用除外の承認を受けて全国建築国民健康保険組合等の国民健康

保険に加入している会社の７７００歳歳以以上上７７５５歳歳未未満満のの職職員員にに関関ししててはは③③ででもも可可ととししまますす。。 

③ 「住住民民税税特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書〈〈特特別別徴徴収収義義務務者者用用〉〉」及び「国国民民健健康康保保険険被被保保険険者者証証」の写し 

⑵ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料 

①「「前前審審査査基基準準日日のの経経営営事事項項審審査査申申請請書書副副本本（（原原本本））のの技技術術職職員員名名簿簿」」  

前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員がいる場

合は、次の②～⑦のいずれかを追加し提示してください。また、前審査基準日の経営事項審査を受け

ていない場合は、技術職員名簿に記載された全職員分の次の②～⑦のいずれかを提示してください。 

②「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」（前年度分） 

③「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」 

④「健康被保険者証」の写し（資格取得日及び事業所名称の分かるもの） 

⑤「厚生年金保険７０歳以上被用者算定基礎届」（前年度分。年金事務所の受付印のあるもの） 

⑥「住民税特別徴収税額通知書〈特別徴収義務者用〉」（前年度分） 

⑦「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し（資格取得日及び事業所名称が分かるもの） 

 

２ その他の審査項目（社会性等）で、健康保険加入の有無（項番４２）・厚生年金保険加入の有無（項番

４３）の双方とも「１．有」以外とした場合 

⑴ 審査基準日現在の常勤性の確認資料 

「住住民民税税特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書〈〈特特別別徴徴収収義義務務者者用用〉〉」及び「国国民民健健康康保保険険被被保保険険者者証証」の写し 

⑵ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料 

①「「前前審審査査基基準準日日のの経経営営事事項項審審査査申申請請書書副副本本（（原原本本））のの技技術術職職員員名名簿簿」」  

ただし、前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員が
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    ＊ 建設業法施行規則の一部改正がされ、令和３年１月１日から監理技術者講習の有効期間が変

更になりました。従来の有効期間は、講習を受講した日から５年間でしたが、改正により、講習

を受講した日から受講した年の５年後の１２月３１日までとなります。 

エの裏付資料（（写写ししをを提提出出ししててくくだだささいい）） 

監監理理技技術術者者資資格格者者証証（審査基準日が交付年月日から有効日の間に含まれていること）及び裏裏面面のの監監

理理技技術術者者講講習習修修了了情情報報のの印印字字又又ははララベベルルがが添添付付さされれてていいるる部部分分 

＊ １人の技術職員につき、申請できる業種は２業種までです。 

＊ 申請できる業種は経営規模等評価対象建設業（項番１６）や、工事種類別完成工事高（項番

３２）の中に含まれる業種に限ります。 

＊ １人の技術職員につき、業種コード・有資格区分コード・講習受講（なしの場合は「２」）欄は必

ず全て記入してください。 

＊ 申請する業種に対応する資格でなければ加点の対象になりませんので、Ｐ.５５の技術職員資

格区分コード表で、確認してください。 

⑥ 監理技術者資格者証交付番号（一級建築士の登録番号等ではありません。）を記入してください。 

⑦ 資格区分コード「００１」で業種コードを１業種で申請する技術者で生年月日が平成６年４月以降のと

き又は業種コードを２業種で申請する技術者で生年月日が昭和５９年４月以降のときは、卒業した学校

名、学科名、卒業年を記入してください。 

⑧⑧  各各技技術術者者ののＣＣＰＰＤＤ単単位位取取得得数数はは、、以以下下のの算算式式でで算算出出さされれるる数数値値をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

  ＊＊  告告示示別別表表第第１１８８やや裏裏付付資資料料ににつついいててはは、、ＰＰ．．７７１１かかららＰＰ．．７７２２をを参参照照ししててくくだだささいい。。  

各技術者のＣＰＤ単位 

  

××３３００  

 

上記算式で計算される各技術者のＣＰＤ単位数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨ててください。 

 また、各技術者のＣＰＤ単位の上限は３０とします。 

 例１）技術職員名簿 通番１ 

「公益社団法人空気調和・衛生工学会」によって取得を認定された場合 

      ４８．０（単位）÷５０（告示別表第１８の右欄に掲げられている数値）×３０＝２８．８ 

 しかし、計算された各技術者のＣＰＤ単位数に小数点以下の端数がある場合、これを切り捨て、 

「２８」となる。 

例２）技術職員名簿 通番７ 

「一般財団法人建設業振興基金」によって取得を認定された場合       

１８．０（単位）÷１２（告示別表第１８の右欄に掲げられている数値）×３０＝４５．０ 

   しかし、各技術者のＣＰＤ単位の上限は３０のため、「３０」となる。 

〈技術職員名簿の作成の注意〉 

・ Ｐ．４２の記載要領をよく読んで記入してください。 

・ 技術職員名簿の人数と申請書の審査基準日における技術職員の数は同一です。 

・ 技術職員名簿には、次の全てに該当する職員を記入してください。 

審審査査対対象象年年ににＣＰＤ認定団体に

よって取得を認定された単位数 

告示別表第１８左欄に掲げる 

ＣＰＤ認定団体毎に右欄に掲げる数値 
÷÷  
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ア 審査基準日現在建設業に従事する職員である者（兼業事業従事使用人は該当しません。） 

イ 建設業法第７条第２号イ、ロ若しくは、ハ、同法第１５条第２号イ若しくは、ハ又は基幹技能者

に該当する（Ｐ．５５「技術職員資格区分コード表」に該当する）者 

〈「技術職員資格区分コード表」に該当する者〉 

建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ、同法第１５条第２号イ若しくはハの該当者又は基幹技能者 

〈技術職員等の加点対象となる経営事項審査上の常勤性及び恒常的雇用関係の確認資料〉 

※※個個人人のの確確定定申申告告書書やや住住民民税税特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書等等ににママイイナナンンババーーがが記記載載さされれてていいるる場場合合はは、、事事前前ににママスス

キキンンググししたたももののをを提提示示ししててくくだだささいい。。  

１ その他の審査項目（社会性等）で、健康保険加入の有無（項番４２）・厚生年金保険加入の有無（項番

４３）の双方又は一方を「１．有」とした場合 

⑴ 審査基準日現在の常勤性の確認資料 

次の①又は②とします。 

①  「健健康康保保険険・・厚厚生生年年金金保保険険被被保保険険者者標標準準報報酬酬決決定定通通知知書書」※被保険者の一覧表 

審査基準日までに（途中で）入退社があった場合は、取得届、喪失届を添付してください。（標準報酬

月額の記載がない場合は、月額報酬の確認できる資料も必要です。）また、標準額の改定があった場合

は、改定分も併せて提示してください。 

② 「厚厚生生年年金金保保険険７７００歳歳以以上上被被用用者者算算定定基基礎礎届届」（年金事務所の受付印のあるもの） 

ただし、年金事務所で健康保険適用除外の承認を受けて全国建築国民健康保険組合等の国民健康

保険に加入している会社の７７００歳歳以以上上７７５５歳歳未未満満のの職職員員にに関関ししててはは③③ででもも可可ととししまますす。。 

③ 「住住民民税税特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書〈〈特特別別徴徴収収義義務務者者用用〉〉」及び「国国民民健健康康保保険険被被保保険険者者証証」の写し 

⑵ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料 

①「「前前審審査査基基準準日日のの経経営営事事項項審審査査申申請請書書副副本本（（原原本本））のの技技術術職職員員名名簿簿」」  

前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員がいる場

合は、次の②～⑦のいずれかを追加し提示してください。また、前審査基準日の経営事項審査を受け

ていない場合は、技術職員名簿に記載された全職員分の次の②～⑦のいずれかを提示してください。 

②「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」（前年度分） 

③「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」 

④「健康被保険者証」の写し（資格取得日及び事業所名称の分かるもの） 

⑤「厚生年金保険７０歳以上被用者算定基礎届」（前年度分。年金事務所の受付印のあるもの） 

⑥「住民税特別徴収税額通知書〈特別徴収義務者用〉」（前年度分） 

⑦「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し（資格取得日及び事業所名称が分かるもの） 

 

２ その他の審査項目（社会性等）で、健康保険加入の有無（項番４２）・厚生年金保険加入の有無（項番

４３）の双方とも「１．有」以外とした場合 

⑴ 審査基準日現在の常勤性の確認資料 

「住住民民税税特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書〈〈特特別別徴徴収収義義務務者者用用〉〉」及び「国国民民健健康康保保険険被被保保険険者者証証」の写し 

⑵ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料 

①「「前前審審査査基基準準日日のの経経営営事事項項審審査査申申請請書書副副本本（（原原本本））のの技技術術職職員員名名簿簿」」  

ただし、前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員が
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    ＊ 建設業法施行規則の一部改正がされ、令和３年１月１日から監理技術者講習の有効期間が変

更になりました。従来の有効期間は、講習を受講した日から５年間でしたが、改正により、講習

を受講した日から受講した年の５年後の１２月３１日までとなります。 

エの裏付資料（（写写ししをを提提出出ししててくくだだささいい）） 

監監理理技技術術者者資資格格者者証証（審査基準日が交付年月日から有効日の間に含まれていること）及び裏裏面面のの監監

理理技技術術者者講講習習修修了了情情報報のの印印字字又又ははララベベルルがが添添付付さされれてていいるる部部分分 

＊ １人の技術職員につき、申請できる業種は２業種までです。 

＊ 申請できる業種は経営規模等評価対象建設業（項番１６）や、工事種類別完成工事高（項番

３２）の中に含まれる業種に限ります。 

＊ １人の技術職員につき、業種コード・有資格区分コード・講習受講（なしの場合は「２」）欄は必

ず全て記入してください。 

＊ 申請する業種に対応する資格でなければ加点の対象になりませんので、Ｐ.５５の技術職員資

格区分コード表で、確認してください。 

⑥ 監理技術者資格者証交付番号（一級建築士の登録番号等ではありません。）を記入してください。 

⑦ 資格区分コード「００１」で業種コードを１業種で申請する技術者で生年月日が平成６年４月以降のと

き又は業種コードを２業種で申請する技術者で生年月日が昭和５９年４月以降のときは、卒業した学校

名、学科名、卒業年を記入してください。 

⑧⑧  各各技技術術者者ののＣＣＰＰＤＤ単単位位取取得得数数はは、、以以下下のの算算式式でで算算出出さされれるる数数値値をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

  ＊＊  告告示示別別表表第第１１８８やや裏裏付付資資料料ににつついいててはは、、ＰＰ．．７７１１かかららＰＰ．．７７２２をを参参照照ししててくくだだささいい。。  

各技術者のＣＰＤ単位 

  

××３３００  

 

上記算式で計算される各技術者のＣＰＤ単位数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨ててください。 

 また、各技術者のＣＰＤ単位の上限は３０とします。 

 例１）技術職員名簿 通番１ 

「公益社団法人空気調和・衛生工学会」によって取得を認定された場合 

      ４８．０（単位）÷５０（告示別表第１８の右欄に掲げられている数値）×３０＝２８．８ 

 しかし、計算された各技術者のＣＰＤ単位数に小数点以下の端数がある場合、これを切り捨て、 

「２８」となる。 

例２）技術職員名簿 通番７ 

「一般財団法人建設業振興基金」によって取得を認定された場合       

１８．０（単位）÷１２（告示別表第１８の右欄に掲げられている数値）×３０＝４５．０ 

   しかし、各技術者のＣＰＤ単位の上限は３０のため、「３０」となる。 

〈技術職員名簿の作成の注意〉 

・ Ｐ．４２の記載要領をよく読んで記入してください。 

・ 技術職員名簿の人数と申請書の審査基準日における技術職員の数は同一です。 

・ 技術職員名簿には、次の全てに該当する職員を記入してください。 

審審査査対対象象年年ににＣＰＤ認定団体に

よって取得を認定された単位数 

告示別表第１８左欄に掲げる 

ＣＰＤ認定団体毎に右欄に掲げる数値 
÷÷  
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ウ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料として「健康保険・厚生年

金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」、「健康被保険者証」の写し、「雇用保険被保険者資格

取得等確認通知書」の写しを提示する場合は、資格取得日が審査基準日から遡って６か月を超えている

ことが必要です。 

エ 審査基準日現在の常勤性の確認資料は、審査基準日に係る書類を提示してください。審査基準日以前

に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料は、前審査基準日に係る書類を提示してく

ださい。 

例１）審査基準日が令和５年３月３１日、前審査基準日が令和４年３月３１日の場合 

○ 標準報酬決定通知書 

・ 審査基準日現在の常勤性の確認 

    審査基準日が令和４年度に属するため、この年度中に発行されたもの（令和４年４月か

ら６月までの報酬月額を算定基礎としたもの） 

・ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認 

    前審査基準日が令和３年度に属するため、この年度中に発行されたもの（令和３年４か

ら令和３年６月までの報酬月額を算定基礎としたもの） 

○ 住民税特別徴収税額通知書 

・ 審査基準日現在の常勤性の確認 

  審査基準日が令和４年度に属するため、この年度中に発行されたもの 

・ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認 

  前審査基準日が令和３年度に属するため、この年度中に発行されたもの 

例２）審査基準日が令和５年４月３０日、前審査基準日が令和４年４月３０日の場合 

○ 標準報酬決定通知書 

・ 審査基準日現在の常勤性の確認 

   審査基準日が令和５年度に属するため、この年度中に発行されたもの（令和５年４月か

ら６月までの報酬月額を算定基礎としたもの） 

・ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認 

    前審査基準日が令和４年度に属するため、この年度中に発行されたもの（令和４年４月

から６月までの報酬月額を算定基礎としたもの） 

○ 住民税特別徴収税額通知書 

・ 審査基準日現在の常勤性の確認 

  審査基準日が令和５年度に属するため、この年度中に発行されたもの 

・ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認 

        前審査基準日が令和４年度に属するため、この年度中に発行されたもの 

オ 「住民税特別徴収税額通知書〈特別徴収義務者用〉」は、特別徴収義務者として事業者名（申請者名）

が記載されていることが必要です。 

カ 年齢は審査基準日現在になります。 

キ 技術職員名簿に記載されている職員と、提示書類（「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決

定通知書」など）に記載されている職員との確認に時間を要することがありますので、審査を円滑に実

施するために、人数が多い場合（おおむね１０名以上）は、技術職員名簿と提示書類との確認がしやす
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いる場合は、次の②又は③のいずれかを追加し提示してください。また、前審査基準日の経営事項審査

を受けていない場合は、技術職員名簿に記載された全職員分の次の②又は③のいずれかを提示してく

ださい。 

②「住民税特別徴収税額通知書〈特別徴収義務者用〉」（前年度分） 

③「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し（資格取得日及び事業所名称が分かるもの） 

３ 後期高齢者医療制度対象者（７５歳以上等）の場合 

⑴ 審査基準日現在の常勤性の確認資料 

「住住民民税税特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書〈〈特特別別徴徴収収義義務務者者用用〉〉」及び「後後期期高高齢齢者者医医療療被被保保険険者者証証」の写し 

⑵ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料 

①「「前前審審査査基基準準日日のの経経営営事事項項審審査査申申請請書書副副本本（（原原本本））のの技技術術職職員員名名簿簿」」  

ただし、前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員が

いる場合は、次の②又は③のいずれかを追加し提示してください。また、前審査基準日の経営事項審査

を受けていない場合は、技術職員名簿に記載された全職員分の次の②又は③のいずれかを提示してく

ださい。 

②「住民税特別徴収税額通知書〈特別徴収義務者用〉」（前年度分） 

③前年度に後期高齢者医療制度対象者でなかった場合は、１⑵又は２⑵ 

４ 個人事業主の場合 

⑴ 審査基準日現在の常勤性の確認資料 

「確確定定申申告告書書」及び「国国民民健健康康保保険険被被保保険険者者証証」の写し 

⑵ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料 

「「前前審審査査基基準準日日のの経経営営事事項項審審査査申申請請書書副副本本（（原原本本））のの技技術術職職員員名名簿簿」」  

ただし、前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員が

いる場合は、「確定申告書」（前年分）などを追加し提示してください。また、前審査基準日の経営事項

審査を受けていない場合は、「確定申告書」（前年分）などを提示してください。 

５ 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者を名簿に記載する場合 

１又は２の書類の提示に加えて、次の書類を提示・提出してください。 

・ 提示書類 継続雇用制度について定めた「就業規則」（労働基準監督署の届出印又は従業員代表者

の意見書が添付されているもの。なお、常時１０名以上の労働者を使用する場合には、労働基準監督

署への届出が必要） 

・ 提出書類 「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）（Ｐ．１１２参照） 

※ 継続雇用制度の概要については、厚生労働省のホームページ等でご確認ください。 

 

◎ 注意事項 

ア 決算期変更等で前審査基準日と審査基準日の間が６か月を超えない場合は、前審査基準日の経営事

項審査申請書副本（原本）の技術職員名簿に加えて、前々審査基準日の経営事項申請書副本（原本）の

技術職員名簿も提示してください。 

イ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認において、前審査基準日の経

営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員がいる場合は、氏名の記載され

ていない技術職員に係る書類のみ追加提示してください。 
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ウ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料として「健康保険・厚生年

金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」、「健康被保険者証」の写し、「雇用保険被保険者資格

取得等確認通知書」の写しを提示する場合は、資格取得日が審査基準日から遡って６か月を超えている

ことが必要です。 

エ 審査基準日現在の常勤性の確認資料は、審査基準日に係る書類を提示してください。審査基準日以前

に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料は、前審査基準日に係る書類を提示してく

ださい。 

例１）審査基準日が令和５年３月３１日、前審査基準日が令和４年３月３１日の場合 

○ 標準報酬決定通知書 

・ 審査基準日現在の常勤性の確認 

    審査基準日が令和４年度に属するため、この年度中に発行されたもの（令和４年４月か

ら６月までの報酬月額を算定基礎としたもの） 

・ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認 

    前審査基準日が令和３年度に属するため、この年度中に発行されたもの（令和３年４か

ら令和３年６月までの報酬月額を算定基礎としたもの） 

○ 住民税特別徴収税額通知書 

・ 審査基準日現在の常勤性の確認 

  審査基準日が令和４年度に属するため、この年度中に発行されたもの 

・ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認 

  前審査基準日が令和３年度に属するため、この年度中に発行されたもの 

例２）審査基準日が令和５年４月３０日、前審査基準日が令和４年４月３０日の場合 

○ 標準報酬決定通知書 

・ 審査基準日現在の常勤性の確認 

   審査基準日が令和５年度に属するため、この年度中に発行されたもの（令和５年４月か

ら６月までの報酬月額を算定基礎としたもの） 

・ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認 

    前審査基準日が令和４年度に属するため、この年度中に発行されたもの（令和４年４月

から６月までの報酬月額を算定基礎としたもの） 

○ 住民税特別徴収税額通知書 

・ 審査基準日現在の常勤性の確認 

  審査基準日が令和５年度に属するため、この年度中に発行されたもの 

・ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認 

        前審査基準日が令和４年度に属するため、この年度中に発行されたもの 

オ 「住民税特別徴収税額通知書〈特別徴収義務者用〉」は、特別徴収義務者として事業者名（申請者名）

が記載されていることが必要です。 

カ 年齢は審査基準日現在になります。 

キ 技術職員名簿に記載されている職員と、提示書類（「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決

定通知書」など）に記載されている職員との確認に時間を要することがありますので、審査を円滑に実

施するために、人数が多い場合（おおむね１０名以上）は、技術職員名簿と提示書類との確認がしやす
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いる場合は、次の②又は③のいずれかを追加し提示してください。また、前審査基準日の経営事項審査

を受けていない場合は、技術職員名簿に記載された全職員分の次の②又は③のいずれかを提示してく

ださい。 

②「住民税特別徴収税額通知書〈特別徴収義務者用〉」（前年度分） 

③「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し（資格取得日及び事業所名称が分かるもの） 

３ 後期高齢者医療制度対象者（７５歳以上等）の場合 

⑴ 審査基準日現在の常勤性の確認資料 

「住住民民税税特特別別徴徴収収税税額額通通知知書書〈〈特特別別徴徴収収義義務務者者用用〉〉」及び「後後期期高高齢齢者者医医療療被被保保険険者者証証」の写し 

⑵ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料 

①「「前前審審査査基基準準日日のの経経営営事事項項審審査査申申請請書書副副本本（（原原本本））のの技技術術職職員員名名簿簿」」  

ただし、前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員が

いる場合は、次の②又は③のいずれかを追加し提示してください。また、前審査基準日の経営事項審査

を受けていない場合は、技術職員名簿に記載された全職員分の次の②又は③のいずれかを提示してく

ださい。 

②「住民税特別徴収税額通知書〈特別徴収義務者用〉」（前年度分） 

③前年度に後期高齢者医療制度対象者でなかった場合は、１⑵又は２⑵ 

４ 個人事業主の場合 

⑴ 審査基準日現在の常勤性の確認資料 

「確確定定申申告告書書」及び「国国民民健健康康保保険険被被保保険険者者証証」の写し 

⑵ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認資料 

「「前前審審査査基基準準日日のの経経営営事事項項審審査査申申請請書書副副本本（（原原本本））のの技技術術職職員員名名簿簿」」  

ただし、前審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員が

いる場合は、「確定申告書」（前年分）などを追加し提示してください。また、前審査基準日の経営事項

審査を受けていない場合は、「確定申告書」（前年分）などを提示してください。 

５ 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者を名簿に記載する場合 

１又は２の書類の提示に加えて、次の書類を提示・提出してください。 

・ 提示書類 継続雇用制度について定めた「就業規則」（労働基準監督署の届出印又は従業員代表者

の意見書が添付されているもの。なお、常時１０名以上の労働者を使用する場合には、労働基準監督

署への届出が必要） 

・ 提出書類 「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）（Ｐ．１１２参照） 

※ 継続雇用制度の概要については、厚生労働省のホームページ等でご確認ください。 

 

◎ 注意事項 

ア 決算期変更等で前審査基準日と審査基準日の間が６か月を超えない場合は、前審査基準日の経営事

項審査申請書副本（原本）の技術職員名簿に加えて、前々審査基準日の経営事項申請書副本（原本）の

技術職員名簿も提示してください。 

イ 審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があることの確認において、前審査基準日の経

営事項審査申請書の技術職員名簿に名前が記載されていない技術職員がいる場合は、氏名の記載され

ていない技術職員に係る書類のみ追加提示してください。 

― 51 ―



- 53 - 
 

ア 業種コードが１業種で平成６年４月以降生まれの方 

イ 業種コードが２業種で昭和５９年４月以降生まれの方 

  技術職員名簿右側の⑤の欄に学校名、学科名、卒業年を記入してください。 

〈資格区分コード「００１」、「００２」の該当技術職員が多いとき〉 

資格区分コード「００１」、「００２」の該当技術職員が１０名以上のときは、次ページの表を参考に「名

簿一覧表」を作成し、正本と副本（写し）を提出してください（申請書の最後に添付してください。）。少数

の場合は、申請書の技術職員名簿の監理技術者資格証交付番号欄に「学校名・学科名・卒業年」を記入する

だけで結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

注意 １ ） コード００１：建設業法第７条第２号イ該当 

学校教育法による高校又は高等専門学校・短大・大学を卒業し、かつ指定学科を修めた者で、高校５年以上、高等専門学校・短大・大学

３年以上、評価を受けようとする建設業に関する実務の経験を有している者（専門学校等は該当しません。）。また、２業種まで記入できま

すが、その場合は、高校 10 年以上、高等専門学校・短大・大学６年以上の実務の経験を有している者。 

２ ） コード００２：建設業法第７条２号ロ該当 

学歴に関係なく、10 年以上、評価を受けようとする建設業に関する実務の経験をしている者。また、２業種まで記入できますが、その場

合は、20 年以上の実務の経験をしている者。 

３ ） コード０９９：学校教育法による専修学校の専門課程（専門学校）を卒業し、かつ指定学科を修めた者で、専門士又は高度専

門士を称し、評価を受けようとする建設業に関して、３年以上実務の経験を有する者（その場合、高度専門士・専門士の称号が確認できる

証明書の写しが必要です。）。 

学校教育法による専修学校の専門課程（専門学校）を卒業し、かつ指定学科を修めた者で、評価を受けようとする建設業に関して５年以

上実務の経験を有する者。 

 

この一覧表を作成する場合は、おおむね同じ内容が盛り込まれていれば、様式は問いません。 

また、生年月日にかかわりなく、全ての項目を記入してください。 

＊ 必要に応じて、卒業証明書及び実務経験証明書等を追加で求める場合があります。 
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いように工夫してください（工夫例①：技術職員名簿の通番を、標準報酬決定通知書の氏名欄の横に鉛

筆で記入したり、番号を書いた付箋を付けたりする 工夫例②：技術職員名簿の技術職員の記入順を、

標準報酬決定通知書の順番どおりにする）。また、前審査基準日の経営事項審査申請書副本（原本）の

技術職員名簿と審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿の順番が大幅に変動している場合も、

同様にお願いします。 

ク 原則として、技術職員が４０名を超える場合には事前確認の対象となります。４０名以下の場合は事

前確認の対象とはなりませんが、審査時間の短縮にもなりますので、可能な場合は、事前確認をお願い

します（事前確認については、Ｐ．５を参照）。 

ケ 虚偽等、申請内容に疑義がある場合には、別途資料を求めることがあります。 

〈出向者の確認ができる資料〉 

・ 出向者の氏名、期間が確認できる出向契約書等（審査基準日から遡って６か月を超える出向期間があ

ることが必要です） 

・ 出向元の「健康被保険者証」の写し（資格取得日及び事業所名称が分かるもの）又は「健康保険・厚

生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の原本、若しくは写し 

・ 出向者について、出向先で費用負担していることが明示できる資料（基準月の給与について、出向元

の請求書と出向先から出向元への振込等を確認できる資料） 

※ 原則として、出向者は配置技術者（監理技術者・主任技術者）にはなれません。 

〈「技術職員資格区分コード表」からの記入時の注意〉 

コード表の右端に必要経験年数が記載されている資格は、試験合格後、年数分の実務経験が必要です。 

〈資格区分コード００１の該当要件〉 

・ 学歴（Ｐ．６０参照） 

学校教育法による所定学科（指定学科）を修めた高校を卒業 

学校教育法による所定学科（指定学科）を修めた高等専門学校（５年制）を卒業 

学校教育法による所定学科（指定学科）を修めた大学（短期大学を含みます。）を卒業 

・ 業種コードを１業種記入するときの必要実務経験年数 

高校卒業後５年以上の建設業実務経験 

高等専門学校（５年制）、大学（短期大学を含みます。）卒業後３年以上の建設業実務経験 

・ 業種コードを２業種記入するときの必要実務経験年数 

高校卒業後１０年以上の建設業実務経験（各業種で５年以上） 

高等専門学校（５年制）、大学（短期大学を含みます。）卒業後６年以上の建設業実務経験（各業種で

３年以上） 

〈資格区分コード００２の該当要件〉 

・ 学歴は問いません。 

・ 業種コードを１業種記入するときの必要実務経験年数 

１０年以上の建設業実務経験 

・ 業種コードを２業種記入するときの必要実務経験年数 

２０年以上の建設業実務経験（各業種で１０年以上） 

〈資格区分コード「００１」で２０歳代～３０歳代の技術者記入上の注意点〉 

有資格区分コード「００１」で 

― 52 ―



- 53 - 
 

ア 業種コードが１業種で平成６年４月以降生まれの方 

イ 業種コードが２業種で昭和５９年４月以降生まれの方 

  技術職員名簿右側の⑤の欄に学校名、学科名、卒業年を記入してください。 

〈資格区分コード「００１」、「００２」の該当技術職員が多いとき〉 

資格区分コード「００１」、「００２」の該当技術職員が１０名以上のときは、次ページの表を参考に「名

簿一覧表」を作成し、正本と副本（写し）を提出してください（申請書の最後に添付してください。）。少数

の場合は、申請書の技術職員名簿の監理技術者資格証交付番号欄に「学校名・学科名・卒業年」を記入する

だけで結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

注意 １ ） コード００１：建設業法第７条第２号イ該当 

学校教育法による高校又は高等専門学校・短大・大学を卒業し、かつ指定学科を修めた者で、高校５年以上、高等専門学校・短大・大学

３年以上、評価を受けようとする建設業に関する実務の経験を有している者（専門学校等は該当しません。）。また、２業種まで記入できま

すが、その場合は、高校 10 年以上、高等専門学校・短大・大学６年以上の実務の経験を有している者。 

２ ） コード００２：建設業法第７条２号ロ該当 

学歴に関係なく、10 年以上、評価を受けようとする建設業に関する実務の経験をしている者。また、２業種まで記入できますが、その場

合は、20 年以上の実務の経験をしている者。 

３ ） コード０９９：学校教育法による専修学校の専門課程（専門学校）を卒業し、かつ指定学科を修めた者で、専門士又は高度専

門士を称し、評価を受けようとする建設業に関して、３年以上実務の経験を有する者（その場合、高度専門士・専門士の称号が確認できる

証明書の写しが必要です。）。 

学校教育法による専修学校の専門課程（専門学校）を卒業し、かつ指定学科を修めた者で、評価を受けようとする建設業に関して５年以

上実務の経験を有する者。 

 

この一覧表を作成する場合は、おおむね同じ内容が盛り込まれていれば、様式は問いません。 

また、生年月日にかかわりなく、全ての項目を記入してください。 

＊ 必要に応じて、卒業証明書及び実務経験証明書等を追加で求める場合があります。 
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いように工夫してください（工夫例①：技術職員名簿の通番を、標準報酬決定通知書の氏名欄の横に鉛

筆で記入したり、番号を書いた付箋を付けたりする 工夫例②：技術職員名簿の技術職員の記入順を、

標準報酬決定通知書の順番どおりにする）。また、前審査基準日の経営事項審査申請書副本（原本）の

技術職員名簿と審査基準日の経営事項審査申請書の技術職員名簿の順番が大幅に変動している場合も、

同様にお願いします。 

ク 原則として、技術職員が４０名を超える場合には事前確認の対象となります。４０名以下の場合は事

前確認の対象とはなりませんが、審査時間の短縮にもなりますので、可能な場合は、事前確認をお願い

します（事前確認については、Ｐ．５を参照）。 

ケ 虚偽等、申請内容に疑義がある場合には、別途資料を求めることがあります。 

〈出向者の確認ができる資料〉 

・ 出向者の氏名、期間が確認できる出向契約書等（審査基準日から遡って６か月を超える出向期間があ

ることが必要です） 

・ 出向元の「健康被保険者証」の写し（資格取得日及び事業所名称が分かるもの）又は「健康保険・厚

生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の原本、若しくは写し 

・ 出向者について、出向先で費用負担していることが明示できる資料（基準月の給与について、出向元

の請求書と出向先から出向元への振込等を確認できる資料） 

※ 原則として、出向者は配置技術者（監理技術者・主任技術者）にはなれません。 

〈「技術職員資格区分コード表」からの記入時の注意〉 

コード表の右端に必要経験年数が記載されている資格は、試験合格後、年数分の実務経験が必要です。 

〈資格区分コード００１の該当要件〉 

・ 学歴（Ｐ．６０参照） 

学校教育法による所定学科（指定学科）を修めた高校を卒業 

学校教育法による所定学科（指定学科）を修めた高等専門学校（５年制）を卒業 

学校教育法による所定学科（指定学科）を修めた大学（短期大学を含みます。）を卒業 

・ 業種コードを１業種記入するときの必要実務経験年数 

高校卒業後５年以上の建設業実務経験 

高等専門学校（５年制）、大学（短期大学を含みます。）卒業後３年以上の建設業実務経験 

・ 業種コードを２業種記入するときの必要実務経験年数 

高校卒業後１０年以上の建設業実務経験（各業種で５年以上） 

高等専門学校（５年制）、大学（短期大学を含みます。）卒業後６年以上の建設業実務経験（各業種で

３年以上） 

〈資格区分コード００２の該当要件〉 

・ 学歴は問いません。 

・ 業種コードを１業種記入するときの必要実務経験年数 

１０年以上の建設業実務経験 

・ 業種コードを２業種記入するときの必要実務経験年数 

２０年以上の建設業実務経験（各業種で１０年以上） 

〈資格区分コード「００１」で２０歳代～３０歳代の技術者記入上の注意点〉 

有資格区分コード「００１」で 

― 53 ―



　
「

５
」

･
･
･
５

点
（

技
術

職
員

区
分

：
１

級
）

　
　

「
４

」
･
･
･
４

点
（

技
術

職
員

区
分

：
監

理
補

佐
）

　
　

「
３

」
･
･
･
３

点
（

技
術

職
員

区
分

：
基

幹
技

能
者

）
　

　
「

２
」

･
･
･
２

点
（

技
術

職
員

区
分

：
２

級
）

　
「

１
」

･
･
･
１

点
（

技
術

職
員

区
分

：
そ

の
他

）
　

「
１

△
」

･
･
･
１

点
（

実
務

経
験

３
年

）
　

「
１

●
」

･
･
･
１

点
（

実
務

経
験

５
年

）
　

「
#

」
･
‥

「
解

」
に

つ
い

て
は

、
平

成
2

8
年

度
以

降
の

合
格

者
か

解
体

工
事

の
実

務
経

験
1

年
以

上
又

は
登

録
解

体
工

事

講
習

受
講

が
必

要

土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

０
０

１
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

０
０

２
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

０
０

３
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

０
０

４
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

０
０

５
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

４
４

P
.6

2
参

照

１
１

１
5

5
5

２
１

２
2

2
2

１
１

３
5

1
△

5
5

1
△

1
△

5
1

△
5

5
5

1
△

1
△

1
△

5
1

△
5

#

１
１

H
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△

２
１

４
2

1
●

2
2

1
●

1
●

2
1

●
2

2
1

●
1

●
1

●
1

●
2

1
●

2
#

２
１

Ｊ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

２
１

５
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

２
１

Ｋ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

２
１

６
1

●
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

２
１

Ｌ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

１
２

０
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
1

△
5

5
1

△
1

△
1

△
5

＃

１
２

Ｃ
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△

２
２

１
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

2

２
２

２
2

1
●

2
1

●
1

●
2

2
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

2
#

２
２

３
2

2
1

●
2

2
2

1
●

2
2

2
2

2
1

●
2

2
1

●
1

●
1

●
1

●

２
２

Ｄ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

１
２

７
5

1
△

1
△

１
２

Ｅ
1

△
1

△

２
２

８
2

1
●

1
●

２
２

Ｆ
1

●
1

●

１
２

９
5

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

１
２

Ｇ
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△

土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

コ
ー

ド
資

　
格

　
区

　
分

建
設

業
の

種
類

土
木

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

鋼
構

造
物

塗
装

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

補
鋼

構
造

物
塗

装

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

薬
液

注
入

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

補
薬

液
注

入

１
級

建
築

施
工

管
理

技
士

１
級

建
築

施
工

管
理

技
士

補
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

２
級

建
築

施
工

管
理

技
士

国
土

交
通

省
提

供
資

料
よ

り
作

成

必
要

な
確

　
認

書
　

類

法
第

７
条

第
２

号
　

イ
　

該
当

（
指

定
学

科
卒

業
＋

実
務

経
験

）

法
第

７
条

第
２

号
　

ロ
　

該
当

（
１

０
年

の
実

務
経

験
）

法
第

1
5

条
第

２
号

　
ハ

　
該

当
（

同
号

イ
と

同
等

以
上

）
大

臣
認

定
書

法
第

1
5

条
第

２
号

　
ハ

　
該

当
（

同
号

ロ
と

同
等

以
上

）

監
理

技
術

者
補

佐
　

　
令

第
2

8
条

該
当

建 設 業 法 （ 技 術 検 定 ）

１
級

建
設

機
械

施
工

管
理

技
士

合
格

証
明

書

２
級

建
設

機
械

施
工

管
理

技
士

　
（

第
１

種
～

第
６

種
）

１
級

土
木

施
工

管
理

技
士

１
級

土
木

施
工

管
理

技
士

補

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

種 別

土
木

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

補

種 別

建
築

躯
体

仕
上

げ

２
級

建
築

施
工

管
理

技
士

補

１
級

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

１
級

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

補

２
級

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

２
級

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

補

１
級

管
工

事
施

工
管

理
技

士

１
級

管
工

事
施

工
管

理
技

士
補

〈〈
技技

術術
職職

員員
資資

格格
区区

分分
ココ

ーー
ドド

表表
〉〉

　　
　　

　　
  （

建
設

業
法

に
よ

る
別

表
四

）
　

　
※※

「「
１１

△△
」」

「「
１１

●●
」」

はは
、、

令令
和和

５５
年年

７７
月月

１１
日日

以以
降降

のの
審審

査査
基基

準準
日日

かか
らら

適適
用用

（（
PP

..66
22

参参
照照

））

※
 １

△
、

１
●

に
つ

い
て

は
一

次
検

定
の

合
格

を
証

明
す

る
書

面
の

写
し

- 54 - 
 

〈技術職員資格者業種コード表〉 

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 

０１ 

０２ 

０３ 

０４ 

０５ 

０６ 

０７ 

０８ 

０９ 

１０ 

土木工事業 

建築工事業 

大工工事業 

左官工事業 

とび・土工工事業 

石工事業 

屋根工事業 

電気工事業 

管工事業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

鋼構造物工事業 

鉄筋工事業 

舗装工事業 

しゅんせつ工事業 

板金工事業 

ガラス工事業 

塗装工事業 

防水工事業 

内装仕上工事業 

機械器具設置工事業 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

 

熱絶縁工事業 

電気通信工事業 

造園工事業 

さく井工事業 

建具工事業 

水道施設工事業 

消防施設工事業 

清掃施設工事業 

解体工事業 
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４

４
４

４
４

４
４

４
４

P
.6

2
参

照

１
１

１
5

5
5

２
１

２
2

2
2

１
１

３
5

1
△

5
5

1
△

1
△

5
1

△
5

5
5

1
△

1
△

1
△

5
1

△
5

#

１
１

H
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△

２
１

４
2

1
●

2
2

1
●

1
●

2
1

●
2

2
1

●
1

●
1

●
1

●
2

1
●

2
#

２
１

Ｊ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

２
１

５
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

２
１

Ｋ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

２
１

６
1

●
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

２
１

Ｌ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

１
２

０
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
1

△
5

5
1

△
1

△
1

△
5

＃

１
２

Ｃ
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△

２
２

１
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

2

２
２

２
2

1
●

2
1

●
1

●
2

2
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

2
#

２
２

３
2

2
1

●
2

2
2

1
●

2
2

2
2

2
1

●
2

2
1

●
1

●
1

●
1

●

２
２

Ｄ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

１
２

７
5

1
△

1
△

１
２

Ｅ
1

△
1

△

２
２

８
2

1
●

1
●

２
２

Ｆ
1

●
1

●

１
２

９
5

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

1
△

１
２

Ｇ
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△

土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

コ
ー

ド
資

　
格

　
区

　
分

建
設

業
の

種
類

土
木

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

鋼
構

造
物

塗
装

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

補
鋼

構
造

物
塗

装

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

薬
液

注
入

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

補
薬

液
注

入

１
級

建
築

施
工

管
理

技
士

１
級

建
築

施
工

管
理

技
士

補
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

２
級

建
築

施
工

管
理

技
士

国
土

交
通

省
提

供
資

料
よ

り
作

成

必
要

な
確

　
認

書
　

類

法
第

７
条

第
２

号
　

イ
　

該
当

（
指

定
学

科
卒

業
＋

実
務

経
験

）

法
第

７
条

第
２

号
　

ロ
　

該
当

（
１

０
年

の
実

務
経

験
）

法
第

1
5

条
第

２
号

　
ハ

　
該

当
（

同
号

イ
と

同
等

以
上

）
大

臣
認

定
書

法
第

1
5

条
第

２
号

　
ハ

　
該

当
（

同
号

ロ
と

同
等

以
上

）

監
理

技
術

者
補

佐
　

　
令

第
2

8
条

該
当

建 設 業 法 （ 技 術 検 定 ）

１
級

建
設

機
械

施
工

管
理

技
士

合
格

証
明

書

２
級

建
設

機
械

施
工

管
理

技
士

　
（

第
１

種
～

第
６

種
）

１
級

土
木

施
工

管
理

技
士

１
級

土
木

施
工

管
理

技
士

補

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

種 別

土
木

２
級

土
木

施
工

管
理

技
士

補

種 別

建
築

躯
体

仕
上

げ

２
級

建
築

施
工

管
理

技
士

補

１
級

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

１
級

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

補

２
級

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

２
級

電
気

工
事

施
工

管
理

技
士

補

１
級

管
工

事
施

工
管

理
技

士

１
級

管
工

事
施

工
管

理
技

士
補

〈〈
技技

術術
職職

員員
資資

格格
区区

分分
ココ

ーー
ドド

表表
〉〉

　　
　　

　　
  （

建
設

業
法

に
よ

る
別

表
四

）
　

　
※※

「「
１１

△△
」」

「「
１１

●●
」」

はは
、、

令令
和和

５５
年年

７７
月月

１１
日日

以以
降降

のの
審審

査査
基基

準準
日日

かか
らら

適適
用用

（（
PP

..66
22

参参
照照

））

※
 １

△
、

１
●

に
つ

い
て

は
一

次
検

定
の

合
格

を
証

明
す

る
書

面
の

写
し

- 54 - 
 

〈技術職員資格者業種コード表〉 

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 

０１ 

０２ 

０３ 

０４ 

０５ 

０６ 

０７ 

０８ 

０９ 

１０ 

土木工事業 

建築工事業 

大工工事業 

左官工事業 

とび・土工工事業 

石工事業 

屋根工事業 

電気工事業 

管工事業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

鋼構造物工事業 

鉄筋工事業 

舗装工事業 

しゅんせつ工事業 

板金工事業 

ガラス工事業 

塗装工事業 

防水工事業 

内装仕上工事業 

機械器具設置工事業 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

 

熱絶縁工事業 

電気通信工事業 

造園工事業 

さく井工事業 

建具工事業 

水道施設工事業 

消防施設工事業 

清掃施設工事業 

解体工事業 
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土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

２
３

０
2

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

1
●

２
３

Ａ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

１
３

１
５

２
３

２
２

１
３

３
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
5

1
△

1
△

1
△

1
△

１
３

Ｄ
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△
1

△

２
３

４
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
2

1
●

1
●

1
●

1
●

２
３

Ｅ
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●
1

●

１
３

７
5

5
5

5
5

5

２
３

８
2

2
2

2
2

２
３

９
2

１
４

１
5

5
5

5
5

5
5

#

１
４

２
5

5
5

5
5

5
5

5
#

１
４

３
5

5

１
４

４
5

5

１
４

５
5

１
４

６
5

5

１
４

７
5

5

１
４

８
5

5
5

１
４

９
5

5
5

１
５

０
5

１
５

１
5

5
5

１
５

２
5

１
５

３
5

5

１
５

４
5

5
5

１
５

５
2

２
５

６
1

電
気

事
業

法
２

５
８

1
免

　
状

２
５

９
1

２
３

５
１

水
　

道
　

法
２

６
５

1
免

状
又

は
技

術
者

証

消
　

防
　

法
１

６
８

2
免

　
状

土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

建 設 業 法 （ 技 術 検 定 ）

２
級

管
工

事
施

工
管

理
技

士

合
格

証
明

書

２
級

管
工

事
施

工
管

理
技

士
補

１
級

電
気

通
信

工
事

施
工

管
理

技
士

２
級

電
気

通
信

工
事

施
工

管
理

技
士

１
級

造
園

施
工

管
理

技
士

１
級

造
園

施
工

管
理

技
士

補

２
級

造
園

施
工

管
理

技
士

２
級

造
園

施
工

管
理

技
士

補

建 築 士 法

１
級

建
築

士

免
許

証
２

級
建

築
士

木
造

建
築

士

技 術 士 法

建
設

 ・
 総

合
技

術
監

理
（

建
設

）

登
録

証

建
設

 「
鋼

構
造

及
び

コ
ン

ク
リ

ー
ト

」
 ・

 総
合

技
術

監
理

 （
建

設
 「

鋼
構

造
及

び
コ

ン
ク

リ
ー

ト
」

 ）

農
業

 「
農

業
土

木
」

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

農
業

 「
農

業
土

木
」

 ）

電
気

電
子

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

電
気

電
子

）

機
械

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

機
械

）

機
械

 「
流

体
工

学
」

又
は

「
熱

工
学

」
 ・

 総
合

技
術

監
理

 （
機

械
 「

流
体

工
学

」
又

は
「

熱
工

学
」

）

上
下

水
道

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

上
下

水
道

）

上
下

水
道

 「
上

水
道

及
び

工
業

用
水

道
」

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

上
下

水
道

 「
上

水
道

及
び

工
業

用
水

道
」

）

水
産

 「
水

産
土

木
」

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

水
産

 「
水

産
土

木
」

）

森
林

 「
林

業
」

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

森
林

 「
林

業
」

）

森
林

 「
森

林
土

木
」

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

森
林

 「
森

林
土

木
」

）

衛
生

工
学

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

衛
生

工
学

）

衛
生

工
学

 「
水

質
管

理
」

 ・
 総

合
技

術
監

理
 （

衛
生

工
学

 「
水

質
管

理
」

）

衛
生

工
学

 「
廃

棄
物

管
理

」
 ・

 総
合

技
術

監
理

 （
衛

生
工

学
 「

廃
棄

物
管

理
」

）

電
気

工
事

士
法

第
１

種
電

気
工

事
士

免
　

状
第

２
種

電
気

工
事

士
【

３
年

】

電
気

主
任

技
術

者
　

（
第

１
種

～
第

３
種

）
【

５
年

】

電
気

通
信

事
業

法
電

気
通

信
主

任
技

術
者

【
５

年
】

資
格

者
証

工
事

担
任

者
 　

　
　

  
※

１
【

３
年

】

給
水

装
置

工
事

主
任

技
術

者
【

１
年

】

甲
種

 消
防

設
備

士

※
 １

△
、

１
●

に
つ

い
て

は
一

次
検

定
の

合
格

を
証

明
す

る
書

面
の

写
し

※
１

４
２

、
１

４
Ｂ

，
１

４
６

、
１

４
８

、
１

５
１

、
１

５
Ａ

、
１

５
３

、
１

５
４

を
選

択
す

る
場

合
は

日
本

技
術

士
会

発
行

の
登

録
等

証
明

書
も

添
付

す
る

こ
と

。
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土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

消
　

防
　

法
１

６
９

2
免

　
状

１
７

１
2

２
７

１
1

１
６

４
2

2

２
６

４
1

1

１
７

２
2

２
７

２
1

１
５

７
2

2

２
５

７
1

1

１
７

３
2

２
７

３
1

１
６

６
2

２
６

６
1

１
７

４
2

２
７

４
1

１
７

５
2

２
７

５
1

１
７

６
2

２
７

６
1

１
７

０
2

2
2

２
７

０
1

1
1

１
７

７
2

２
７

７
1

１
７

８
2

２
７

８
1

１
７

９
2

2

２
７

９
1

1

１
８

０
2

２
８

０
1

１
８

１
2

２
８

１
1

１
８

２
2

土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

【
３

年
】

【
３

年
】

石
工

・
石

材
施

工
・

石
積

み
（

２
級

）

鉄
工

・
製

罐
せ
い
か
ん

（
２

級
）

【
３

年
】

【
３

年
】

【
３

年
】

【
３

年
】

【
３

年
】

配
管

・
配

管
工

（
２

級
）

建
築

板
金

「
ダ

ク
ト

板
金

作
業

」
（

２
級

）

築
炉

・
築

炉
工

・
 れ

ん
が

積
み

（
２

級
）

タ
イ

ル
張

り
・

タ
イ

ル
張

り
工

（
２

級
）

と
び

・
と

び
工

（
２

級
）

給
排

水
衛

生
設

備
配

管
（

２
級

）

冷
凍

空
気

調
和

機
器

施
工

 ・
 空

気
調

和
設

備
配

管
（

２
級

）

ウ
ェ

ル
ポ

イ
ン

ト
施

工
（

２
級

）

コ
ン

ク
リ

ー
ト

圧
送

施
工

（
２

級
）

【
３

年
】

【
３

年
】

【
３

年
】

【
３

年
】

建
築

大
工

（
２

級
）

【
３

年
】

型
枠

施
工

（
２

級
）

【
３

年
】

【
３

年
】

左
官

（
２

級
）

乙
種

 消
防

設
備

士

職 業 能 力 開 発 促 進 法

建
築

大
工

（
１

級
）

コ
ン

ク
リ

ー
ト

圧
送

施
工

（
１

級
）

合
格

証
書

型
枠

施
工

（
１

級
）

左
官

（
１

級
）

と
び

・
と

び
工

（
１

級
）

ウ
ェ

ル
ポ

イ
ン

ト
施

工
（

１
級

）

冷
凍

空
気

調
和

機
器

施
工

 ・
 空

気
調

和
設

備
配

管
（

１
級

）

給
排

水
衛

生
設

備
配

管
（

１
級

）

配
管

・
配

管
工

（
１

級
）

建
築

板
金

「
ダ

ク
ト

板
金

作
業

」
（

１
級

）

タ
イ

ル
張

り
・

タ
イ

ル
張

り
工

（
１

級
）

築
炉

・
築

炉
工

・
 れ

ん
が

積
み

（
１

級
）

ブ
ロ

ッ
ク

建
築

・
ブ

ロ
ッ

ク
建

築
工

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
積

み
ブ

ロ
ッ

ク
施

工
（

１
級

）

ブ
ロ

ッ
ク

建
築

・
ブ

ロ
ッ

ク
建

築
工

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
積

み
ブ

ロ
ッ

ク
施

工
（

２
級

）
【

３
年

】

石
工

・
石

材
施

工
・

石
積

み
（

１
級

）

鉄
工

・
製

罐
せ
い
か
ん

（
１

級
）

鉄
筋

組
立

て
・

鉄
筋

施
工

（
１

級
）
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土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

２
８

２
1

１
８

３
2

２
８

３
1

１
８

４
2

2

２
８

４
1

1

１
８

５
2

２
８

５
1

１
８

６
2

２
８

６
1

１
８

７
2

２
８

７
1

１
８

８
2

２
８

８
1

１
８

９
2

２
８

９
建

築
塗

装
・

建
築

塗
装

工
（

２
級

）
1

１
９

０
2

２
９

０
金

属
塗

装
・

金
属

塗
装

工
（

２
級

）
1

１
９

１
2

２
９

１
噴

霧
塗

装
（

２
級

）
1

１
６

７
2

１
９

２
2

２
９

２
畳

製
作

 ・
 畳

工
（

２
級

）
1

１
９

３
2

２
９

３
1

１
９

４
2

２
９

４
熱

絶
縁

施
工

（
２

級
）

1

１
９

５
2

２
９

５
1

１
９

６
2

２
９

６
造

園
　

（
２

級
）

1

１
９

７
2

２
９

７
防

水
施

工
（

２
級

）
1

土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

【
３

年
】

【
３

年
】

板
金

・
板

金
工

・
打

出
し

板
金

（
２

級
）

板
金

・
建

築
板

金
・

板
金

工
（

２
級

）

工
場

板
金

（
２

級
）

【
３

年
】

【
３

年
】

【
３

年
】

塗
装

・
木

工
塗

装
・

木
工

塗
装

工
（

２
級

）

ガ
ラ

ス
施

工
（

２
級

）

【
３

年
】

鉄
筋

組
立

て
・

鉄
筋

施
工

（
２

級
）

職 業 能 力 開 発 促 進 法

合
格

証
書

工
場

板
金

（
１

級
）

板
金

・
建

築
板

金
・

板
金

工
（

１
級

）

板
金

・
板

金
工

・
打

出
し

板
金

（
１

級
）

か
わ

ら
ぶ

き
・

ス
レ

ー
ト

施
工

（
１

級
）

ガ
ラ

ス
施

工
（

１
級

）

【
３

年
】

か
わ

ら
ぶ

き
・

ス
レ

ー
ト

施
工

（
２

級
）

塗
装

・
木

工
塗

装
・

木
工

塗
装

工
（

１
級

）

建
築

塗
装

・
建

築
塗

装
工

（
１

級
）

金
属

塗
装

・
金

属
塗

装
工

（
１

級
）

【
３

年
】

【
３

年
】

噴
霧

塗
装

（
１

級
）

路
面

標
示

施
工

畳
製

作
 ・

 畳
工

（
１

級
）

内
装

仕
上

げ
施

工
 ・

 カ
ー

テ
ン

施
工

 ・
 天

井
仕

上
げ

施
工

 ・
 床

仕
上

げ
施

工
 ・

 表
装

 ・
 表

具
 ・

 表
具

工
（

１
級

）
 

【
３

年
】

【
３

年
】

防
水

施
工

（
１

級
）

【
３

年
】

【
３

年
】

内
装

仕
上

げ
施

工
 ・

 カ
ー

テ
ン

施
工

 ・
 天

井
仕

上
げ

施
工

 ・
 床

仕
上

げ
施

工
 ・

 表
装

 ・
 表

具
 ・

 表
具

工
（

２
級

）
【

３
年

】

熱
絶

縁
施

工
（

１
級

）

建
具

製
作

・
建

具
工

・
木

工
（

注
５

）
・

カ
ー

テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

施
工

・
サ

ッ
シ

施
工

（
１

級
）

建
具

製
作

・
建

具
工

・
木

工
（

注
５

）
・

カ
ー

テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

施
工

・
サ

ッ
シ

施
工

（
２

級
）

【
３

年
】

造
園

　
（

１
級

）

【
３

年
】
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土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

１
９
８

2

２
９
８

さ
く
井
（
２
級
）

1

０
６
１

1
1

登
録
証

０
４
０

2
合
格
証
明
書

又
は
認
定
証

０
６
２

1
1

登
録
証

０
６
３

1
1

合
格
証
書

又
は
登
録
証

０
６
０

2
合
格
証
明
書

又
は
登
録
証

又
は
資
格
者
証

０
６
４

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
講
習
修
了
証

７
０
３

２
２

２
2

２
２

２
２

２
２

２
２

２
２

２
2

2
2

2
２

2
2

２

７
０
４

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

そ
の
他

０
９
９

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

土
建

大
左

と
石

屋
電

管
タ

鋼
筋

舗
し

板
ガ

塗
防

内
機

絶
通

園
井

具
水

消
清

解

＊
資
格
区
分
の
欄
の
右
端
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
数
は
、
当
該
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
試
験
に
合
格
し
た
後
、
法
第
７
条
第
２
号
ハ
に
該
当
す
る
者
と
な
る
た
め
に
必
要
な
実
務
経
験
の
年
数
で
す
。

解
体
工
事

基
幹
技
能
者
　
（
講
習
会
修
了
証
記
載
業
種
の
み
）

能
力
評
価
基
準
に
よ
り
評
価
が
最
上
位
に
次
ぐ
区
分
に
該
当
す
る
者

職
業
能
力

開
発
促
進
法

さ
く
井
（
１
級
）

【
３
年
】

地
す
べ
り
防
止
工
事

【
１
年
】

能
力
評
価

(レ
ベ
ル
判
定
)

結
果
通
知
書

能
力
評
価
基
準
に
よ
り
評
価
が
最
上
位
の
区
分
に
該
当
す
る
者

建
設
業
法
施
行
規
則
第
７
条
の
３
の
第
１
号
、
第
２
号
（
上
記
コ
ー
ド
１
１
～
９

８
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
及
び
第
４
号
該
当
　
　
※
２

※
１
：
電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
（
令
和
３
年
度
以
降
の
試
験
あ
る
い
は
養
成
課
程
等
を
経
た
、
第
１
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
及
び
第
１
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
の
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
又
は
総
合
通
信

　
　
　
の
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
に
限
る
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
資
格
者
証
の
交
付
後
、
３
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
。

※
２
：
専
門
学
校
に
お
け
る
経
験
年
数
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
①
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
専
門
学
校
）
を
卒
業
し
、
か
つ
指
定
学
科
を
修
め
た
者
で
、
専
門
士
又
は
高
度
専
門
士
を
称
し
、
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
に
関
し
て
、
３
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
（
そ
の
場
合
、
高
度

　
　
　
　
専
門
士
・
専
門
士
の
称
号
が
確
認
で
き
る
証
明
書
の
写
し
が
必
要
で
す
。
）
。

　
　
　
②
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
専
門
学
校
）
を
卒
業
し
、
か
つ
指
定
学
科
を
修
め
た
者
で
、
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
に
関
し
て
５
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
。

＊
評
価
点
の
５
（
２
・
１
）
点
者
の
人
数
は
、
経
営
事
項
審
査
結
果
通
知
書
の
技
術
職
員
数
欄
の
一
級
（
二
級
・
そ
の
他
）
の
人
数
に
一
致
し
ま
す
。

基
礎
ぐ
い
工
事

建
築
設
備
士

【
１
年
】

計
装

【
１
年
】

合
格
証
書
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〈実務経験年数の振替で営業所専任技術者となった者の経営事項審査の取扱い〉 

・ 経営事項審査における評価の対象は、いわゆる「その他の技術職員」となります。 

・ 「技術職員名簿」（別紙２）の有資格区分コード欄には「０９９」（その他）を記入してください。 

裏付資料 「「技技術術者者のの実実務務経経験験証証明明書書」」 

技術者の実務経験証明書の実務経験の記載内容 

今回の措置により評価の対象となった業種と、実務経験の振替元となった業種を記入してください。 

建設業許可の「営業所専任技術者」実務経験要件の一部緩和条件は次のとおりです。 

１ 実務経験要件緩和を認める業種の範囲 

次の業種間でのみ実務経験の振替が認められます。 

① 一式工事から専門工事への実務経験の振替（矢印の方向に向かって振替可。右枠内の業種間での振替

不可） 

土木一式 → とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設 

建築一式 → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁 

② 専門工事間での実務経験の振替（矢印の方向に向かって振替可） 

大工 ⇔ 内装仕上 

２ 実務経験要件の緩和年数の条件 

① 営業所専任技術者になろうとする業種：８年を超える実務経験が必要 

② 営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験＋その他の業種での実務経験＝１２年以上 

①②二つの要件を満たしていれば、営業所専任技術者となる資格を有することができます。 

３ 実務経験要件の緩和の効果 

実務経験要件の緩和年数を使わないで「許可を受けようとする業種に関して１０年以上の実務経験を

有する者」として、２業種の営業所専任技術者になろうとする場合 

実務経験要件年数１業種（１０年）＋１業種（１０年）＝２０年 

実務経験要件の緩和年数を使い「許可を受けようとする業種に関して１０年以上の実務経験を有する

者」として、２業種の営業所専任技術者になろうとする場合 

営業所専任技術者になろうとする業種：８年を超える実務経験が必要 

 ① 一式工事から専門工事への実務経験振替の場合：最大２年の期間短縮 

 

 

 

 

営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験＋その他の業種での実務経験＝１２年以上 

実務経験要件年数 営 業 所 専 任 技 術 者 に な ろ う と す る 業 種 （ ８ 年 ） ＋ そ の 他 業 種 （ １ ０ 年 ）＝１８年 

営業所専任技術者になろうとする業種：８年を超える実務経験が必要 

 ② 専門工事間での実務経験振替の場合：最大４年の期間短縮 
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〈技術者の資格（指定学科）表〉法第７条第２号イ該当者 

※ 下記学科以外の名称で疑問がある場合は、事前に履修証明書等を持参の上、ご相談ください。 

許 可 を 受 け よ う と 

す る 建 設 業 
学            科 

土 木 工 事 業 

舗 装 工 事 業 

土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関す

る学科を含む。以下この表において同じ。）、都市工学、衛生工学又は交通工学

に関する学科 

建 築 工 事 業 

大 工 工 事 業 

ガ ラ ス 工 事 業 

内 装 仕 上 工 事 業 

建築学又は都市工学に関する学科 

左 官 工 事 業 

と び ・ 土 工 工 事 業 

石 工 事 業 

屋 根 工 事 業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

塗 装 工 事 業 

土木工学又は建築学に関する学科 

電 気 工 事 業 

電 気 通 信 工 事 業 
電気工学又は電気通信工学に関する学科 

管 工 事 業 

水 道 施 設 工 事 業 

清 掃 施 設 工 事 業 

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 

鋼 構 造 物 工 事 業 

鉄 筋 工 事 業 
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

し ゅ ん せ つ 工 事 業 土木工学又は機械工学に関する学科 

板 金 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科 

防 水 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科 

機 械 器 具 設 置 工 事 業 

消 防 施 設 工 事 業 
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 

熱 絶 縁 工 事 業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

造 園 工 事 業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 

さ く 井 工 事 業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 

建 具 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科 

解 体 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科 

〈資格区分コード「０９９」について〉 

建設業許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験でも、一定の範囲内で

許可を受けようとする業種の実務経験として建設業許可要件の一つである営業所専任技術者となる資格を

有することができます（振替の条件は次ページを参照）。 
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〈実務経験年数の振替で営業所専任技術者となった者の経営事項審査の取扱い〉 

・ 経営事項審査における評価の対象は、いわゆる「その他の技術職員」となります。 

・ 「技術職員名簿」（別紙２）の有資格区分コード欄には「０９９」（その他）を記入してください。 

裏付資料 「「技技術術者者のの実実務務経経験験証証明明書書」」 

技術者の実務経験証明書の実務経験の記載内容 

今回の措置により評価の対象となった業種と、実務経験の振替元となった業種を記入してください。 

建設業許可の「営業所専任技術者」実務経験要件の一部緩和条件は次のとおりです。 

１ 実務経験要件緩和を認める業種の範囲 

次の業種間でのみ実務経験の振替が認められます。 

① 一式工事から専門工事への実務経験の振替（矢印の方向に向かって振替可。右枠内の業種間での振替

不可） 

土木一式 → とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設 

建築一式 → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁 

② 専門工事間での実務経験の振替（矢印の方向に向かって振替可） 

大工 ⇔ 内装仕上 

２ 実務経験要件の緩和年数の条件 

① 営業所専任技術者になろうとする業種：８年を超える実務経験が必要 

② 営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験＋その他の業種での実務経験＝１２年以上 

①②二つの要件を満たしていれば、営業所専任技術者となる資格を有することができます。 

３ 実務経験要件の緩和の効果 

実務経験要件の緩和年数を使わないで「許可を受けようとする業種に関して１０年以上の実務経験を

有する者」として、２業種の営業所専任技術者になろうとする場合 

実務経験要件年数１業種（１０年）＋１業種（１０年）＝２０年 

実務経験要件の緩和年数を使い「許可を受けようとする業種に関して１０年以上の実務経験を有する

者」として、２業種の営業所専任技術者になろうとする場合 

営業所専任技術者になろうとする業種：８年を超える実務経験が必要 

 ① 一式工事から専門工事への実務経験振替の場合：最大２年の期間短縮 

 

 

 

 

営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験＋その他の業種での実務経験＝１２年以上 

実務経験要件年数 営 業 所 専 任 技 術 者 に な ろ う と す る 業 種 （ ８ 年 ） ＋ そ の 他 業 種 （ １ ０ 年 ）＝１８年 

営業所専任技術者になろうとする業種：８年を超える実務経験が必要 

 ② 専門工事間での実務経験振替の場合：最大４年の期間短縮 
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〈〈技技術術者者のの資資格格（（指指定定学学科科））表表〉〉法法第第７７条条第第２２号号イイ該該当当者者 

※ 下記学科以外の名称で疑問がある場合は、事前に履修証明書等を持参の上、ご相談ください。 

許 可 を 受 け よ う と 

す る 建 設 業 
学            科 

土 木 工 事 業 

舗 装 工 事 業 

土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関す

る学科を含む。以下この表において同じ。）、都市工学、衛生工学又は交通工学

に関する学科 

建 築 工 事 業 

大 工 工 事 業 

ガ ラ ス 工 事 業 

内 装 仕 上 工 事 業 

建築学又は都市工学に関する学科 

左 官 工 事 業 

と び ・ 土 工 工 事 業 

石 工 事 業 

屋 根 工 事 業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

塗 装 工 事 業 

土木工学又は建築学に関する学科 

電 気 工 事 業 

電 気 通 信 工 事 業 
電気工学又は電気通信工学に関する学科 

管 工 事 業 

水 道 施 設 工 事 業 

清 掃 施 設 工 事 業 

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 

鋼 構 造 物 工 事 業 

鉄 筋 工 事 業 
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

し ゅ ん せ つ 工 事 業 土木工学又は機械工学に関する学科 

板 金 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科 

防 水 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科 

機 械 器 具 設 置 工 事 業 

消 防 施 設 工 事 業 
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 

熱 絶 縁 工 事 業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

造 園 工 事 業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 

さ く 井 工 事 業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 

建 具 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科 

解 体 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科 

〈資格区分コード「０９９」について〉 

建設業許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験でも、一定の範囲内で

許可を受けようとする業種の実務経験として建設業許可要件の一つである営業所専任技術者となる資格を

有することができます（振替の条件は次ページを参照）。 
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その他の審査項目 

（社会性等） 
 
 
 
 
 
 

［注意事項］ 

 

申請書（帳票）に記載する方法の解説は次ページを参照してください。 

申請書（帳票）の○数字は、次ページの〈その他審査項目（社会性等）の書き方〉の○数字に対応していま

す。 
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営業所専任技術者になろうとする業種での実務経験＋その他の業種での実務経験＝１２年以上 

実務経験要件年数営業所専任技術者になろうとする業種（８年）＋その他業種（８年）＝１６年 

〈コード 005 監理技術者補佐について〉 

 
〇 監理技術者補佐は、主任技術者となる資格を有し令和３年度以降の一級技術検定の第一次検定に合格した一級技士補で

ある者、監理技術者要件を満たす者です。 

〇 審査基準日時点で資格等を有していることが必要です。 

※ 指定建設業は土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の７業種です。 
 
 
＊＊審審査査基基準準日日がが令令和和５５年年７７月月１１日日以以降降のの申申請請よよりり、、技技術術検検定定合合格格者者をを指指定定学学科科卒卒業業者者とと同同等等（（１１級級１１次次合合

格格者者をを大大学学指指定定学学科科卒卒業業とと同同等等、、２２級級１１次次合合格格者者をを高高校校指指定定学学科科卒卒業業者者とと同同等等））ととみみななしし、、第第一一次次検検定定合合格格

後後にに一一定定期期間間（（指指定定学学科科卒卒とと同同等等））のの実実務務経経験験をを有有すするる者者がが技技術術者者ととししてて認認めめらられれるるここととととななりりままししたた。。 

（改正前） 
学 歴 実 務 経 験  

大学、短大等（指定学科） 卒業後３年 
高等学校（指定学科） 卒業後５年  

上 記 以 外 １０年 
 
(改正後) 

学 歴 等 実 務 経 験  
 
 
 
 
 
 

〇〇  技術検定種目と対応する指定学科 

学 歴 
大学、短大等（指定学科） 卒業後３年 技 術 検 定 種 目 同等とみなす指定学科 

高 等 学 校（指定学科） 卒業後５年 土木施工管理、造園施工管理 土木工学 

技士補 
技 士 

１級１次検定合格 
（対応種目）＊右表参照 合格後３年※ 建 築 施 工 管 理 建 築 学 
２級１次検定合格 
（対応種目）＊右表参照 合格後５年※ 電気工事施工管理 電気工学 

上 記 以 外 １０年 管工事施工管理 機械工学 

※指定建設業と電気通信工事業を除く 

根拠
法令

コード
評価
点

必要経験年数
加点となる建設業の
種類

必要な確認書類

005 ４ 監理技術者補佐 

－
合格を証明する書面
に記載の業種

・一次検定の合格を
証明する書面の写し
・主任技術者要件を
満たしていることが
確認できる資料

監理技術者要件を満たす者

－
監理技術者資格者証
に記載の業種

監理技術者資格者証

実務経験者(指定建
設業を除く※)

・法第７条第２
号イ及びロ
(コード001及び
002)と同じ
・上記に加えて
指導監督的実務
経験２年

実務経験及び指導監
督的実務経験のある
業種

・実務経験証明書
・指導監督的実務経
験証明書
・卒業証明書

国土交通大臣特別
認定者

－ 認定書記載の業種 大臣認定書

監理技術者資格者証が交付されていない者

資格区分

建
設
業
法

主任技術者となる資格
を有する一級技士補

監理技術者資格者証
が交付されている者
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